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                          午前９時３０分 

 

１．開会の宣告 

１．市長招集あいさつ 

１．開議の宣告 

１．諸般の報告 

１．行政報告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議案第５４号 専決処分の承認を求めることについて（平成２１年度あ

わら市一般会計補正予算（第１１号）） 

日程第 ４ 議案第５５号 専決処分の承認を求めることについて（あわら市税条例

の一部を改正する条例の制定について） 

日程第 ５ 議案第５６号 専決処分の承認を求めることについて（あわら市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例の制定について） 

日程第 ６ 議案第５７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度あ

わら市産業団地整備事業特別会計補正予算（第１号）） 

日程第 ７ 議案第５８号 平成２１年度あわら市一般会計繰越明許費繰越計算書の

報告について 

日程第 ８ 議案第５９号 平成２１年度あわら市公共下水道事業会計予算繰越計算

書の報告について 

日程第 ９ 議案第６０号 平成２２年度あわら市一般会計補正予算（第１号） 

日程第１０ 議案第６１号 平成２２年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第

１号） 

日程第１１ 議案第６２号 あわら市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

日程第１２ 議案第６３号 あわら市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

日程第１３ 議案第６４号 あわら市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１４ 議案第６５号 あわら市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１５ 議案第６６号 あわら市下水道条例の一部を改正する条例の制定につい

て 
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日程第１６ 議案第６７号 あわら市農業集落排水事業条例の一部を改正する条例の

制定について 

日程第１７ 議案第６８号 金津創作の森条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１８ 議案第６９号 あわら市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第１９ 議案第７０号 あわら市農業者労働災害共済条例の一部を改正する条例

の制定について 

日程第２０ 議案第７１号 市道路線の認定について 

日程第２１ 議案第７２号 市道路線の廃止について 

日程第２２ 議案第７３号 市道路線の変更について 

日程第２３ 議案第７４号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

日程第２４ 請願第 １号 選択的夫婦別姓導入など民法改正を求める意見書提出に

関する請願書 

日程第２５ 請願第 ２号 日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意

見書採択を求める請願書 

日程第２６ 陳情第 １号 農業農村整備事業予算の確保を求める陳情書 

日程第２７ 発議第 ２号 あわら市議会議員政治倫理条例の制定について 

 

 （散  会） 
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出席議員（１７名） 

   １番 吉 田 太 一     ３番 杉 本 隆 洋 

   ４番 山 田 重 喜     ５番 三 上   薫 

   ６番 八 木 秀 雄     ７番 笹 原 幸 信 

   ８番 山 川 知一郎     ９番 北 島   登 

  １０番 向 山 信 博    １１番 坪 田 正 武 

  １２番 丸 谷 浩 二    １３番 牧 田 孝 男 

  １４番 卯 目 ひろみ    １５番 宮 崎   修 

  １６番 山 川   豊    １７番 東 川 継 央 

  １８番 杉 田   剛 

 

欠席議員（１名） 

   ２番 森   之 嗣 

                                       

 

地方自治法第１２１条により出席した者 

 市 長  橋 本 達 也    副 市 長  北 島 善 雄 

 教 育 長  寺 井 靖 高    総 務 部 長  田 中 利 幸 

 財 政 部 長  小 坂 康 夫    市民福祉部長  辻   邦 雄 

 経済産業部長  北 浦 博 憲    土 木 部 長  木 下 勇 二 

 教 育 部 長  藤 﨑 恒 美    会計管理者  長谷部 泰 司 

 土木部理事  佐々木   賢    市民福祉部理事  辻   博 信 

 芦原温泉上水道財産区管理者  竹 内 正 文 

                                       

 

事務局職員出席者 

 事 務 局 長  田 崎 正 實    事務局参事  山 口   徹 

 書 記  中 辻 雅 浩 
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   ◎議長開会宣告 

○議長（丸谷浩二君） ただいまから、第４８回あわら市議会定例会を開会いたします。 

（午前９時 34分） 

                                       

   ◎市長招集挨拶 

○議長（丸谷浩二君） 開会に当たり、市長より招集のご挨拶があります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 本日、ここに第４８回あわら市議会定例会が開会されるに当た

り、一言ご挨拶を申し上げます。 

 ６月に入り、ようやく初夏の訪れを感じる季節となりました。議員各位には何か

とご多忙中にもかかわらず、本定例会にご参集をいただき、厚くお礼を申し上げま

す。 

 去る６月２日、鳩山首相が、同日午前に開かれた民主党両院議員総会において、

辞任する意向を表明いたしました。最近の政治情勢から見て、そのような気配は感

じられたものの、大変驚いているところであります。私といたしましては、参議院

議員通常選挙を間近に控えていることや、米軍普天間基地移設問題や「政治とカネ」

の問題などにより辞任の決断を余儀なくされたものと考えております。 

 しかしながら、国、地方を通して、いまだに厳しい経済情勢の中にあります。新

しいリーダーとなった菅首相には、一刻も早く山積する重要課題に取り組んでいた

だき、活力ある国づくりに邁進していただくことを切に願っているものであります。 

 さて、５月２６日の明け方、芦原温泉芸妓協同組合のけいこ場兼事務所が全焼す

るという、あわら市、そして芦原温泉にとって大変ショッキングな出来事が起こり

ました。この火事で、木造２階建て２００㎡を全焼したほか、中で保管していた着

物や帯、かつら、三味線などの貴重な財産が焼失し、その損害額は数千万円に上る

と言われております。私もすぐ現場に駆けつけましたが、芸妓組合の北野理事長を

はじめ、関係者の皆さんの落胆の表情を拝見し、そのご心痛やいかばかりかと察し

た次第であります。 

 ただ、こうした伝統芸能の存亡にも直結しかねない厳しい状況にあって、１５人

の芸妓をはじめとする関係者の皆さんが、いつまでも失意に暮れることもなく、２

８日から早速芦原温泉街の空き家に事務所を開設し、再起に向けた取り組みを始め

られたことがせめてもの救いであります。 

 火災の原因は現在のところ特定はされておりませんが、昭和３１年の芦原大火、

昭和５７年の温泉５丁目大火を経験した芦原温泉とそこに暮らす人たちにとって、

火事は大変敏感かつナーバスになる災害であります。 

 市といたしましても、芦原温泉とともに１３０年の歴史を重ね、いきであでやか

なお座敷文化を支えてきた芦原芸妓の芸が廃れることのないよう、関係機関と協力
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しながら、できる限り芸妓協同組合の再起に向けた支援を行って参りたいと考えて

おります。 

 一方、金津創作の森の構想段階から、グランドデザインの策定にかかわられ、平

成１０年から初代の館長を務めていただいていた針生一郎氏が、同じ５月２６日に

急逝されました。 

 亡くなる前日の２５日も、金津創作の森で開催された同財団の理事会でご一緒い

たしましたが、そのとき、幾分お疲れのご様子にも見えたことから、健康にご留意

くださいと声をかけ、心配していたところです。理事会終了後帰郷されると伺って

おりましたが、翌日伝えられた急な訃報に大変驚き、また残念に思っているところ

です。 

 針生氏のこれまでのご功績により、金津創作の森は、全国でも類のない現代アー

トの発信拠点としての地位を占めるに至りました。氏に対しましては、あわら市と

して言い尽くせぬほどの感謝の言葉がございますが、今はただ、心からご冥福をお

祈りしたいと思います。 

 なお、６月１日の告別式には副市長が参列し、最後のお別れをいたしております。 

 ご案内のとおり、本定例会におきましては、専決処分に関するもの４議案、繰越

明許の報告に関するもの２議案、補正予算に関するもの２議案、条例の改正に関す

るもの９議案、市道の認定、廃止及び変更に関するもの３議案、及び人事案件１議

案の計２１議案の審議をお願いするものであります。 

 各議案の内容、提案の趣旨につきましては、後ほどご説明を申し上げますが、何

とぞ慎重なご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げまし

て、招集のご挨拶といたします。 

                                       

   ◎開議の宣告 

○議長（丸谷浩二君） 本日の出席議員数は、１７名であります。森 之嗣君は欠席の

届け出が出ております。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（丸谷浩二君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

                                       

   ◎諸般の報告 

○議長（丸谷浩二君） 諸般の報告を事務局長より行います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 事務局長。 

○事務局長（田崎正實君） 諸般の報告をいたします。 

 平成２２年３月１日招集の第４７回あわら市議会定例会において議決されました

議案につきましては、３月１９日付で市長あてに会議結果の報告を行っております。 

 今定例会までに受理いたしました陳情等につきましては、お手元に配布してあり

ます陳情等文書表のとおりであります。 
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 次に、本定例会の付議事件は、市長提出議案２１件、請願２件であります。 

 本定例会の説明出席者は、市長以下１３名であります。 

 以上でございます。 

                                       

   ◎行政報告 

○議長（丸谷浩二君） 市長の行政報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 各部の所管事項について、行政報告を申し上げます。 

 まず、総務部関係でございますが、政策課所管では、５月２１日に「あわら市暮

らしの便利帳」を発刊いたしました。この便利帳は、市役所の窓口案内をはじめと

する行政情報や市内の見どころ情報などをまとめたもので、行政情報に関しては市

がこれを提供し、その他の情報については、電話帳の「テレパル５０」などを手が

けるサイネックスという会社が収集した上で、編集・発行したものであります。 

 なお、編集・発行に当たっては、企業や事業所などからの広告収入により賄って

おり、当市の費用負担は発生しておりません。 

 ご案内のように、昨年１１月に株式会社サイネックスと発行に関する協定書を締

結いたしましたが、以後、政権交代による制度変更などにも対応しながら編集作業

を進め、このたびの発刊となったところです。 

 この便利帳は、市内全世帯へ配布するほか、新たにあわら市に転入してきた世帯

へも窓口で配布いたしますが、このうち世帯への配布についてはサイネックスが順

次行い、先般、市内全世帯への配布が完了したとの報告を受けております。なお、

掲載情報につきましては、３年から５年を目途に更新をして参りたいと考えており

ます。 

 次に、５月２５日に、市民活動サポート助成金に係る提案事業の公開プレゼンテ

ーションと審査会を実施いたしました。この助成金事業は、今年度から取り組んで

おりますＨＥＥＣＥ構想の一環として行うもので、５人以上の市民で構成する団体

からまちづくりに関する事業を提案していただき、すぐれた提案に対し助成金を交

付しようというものであります。５月１８日までの募集期間に七つの団体から提案

が寄せられ、２５日のプレゼンテーションと審査会の実施となったわけであります

が、いずれの取り組みもユニークなものばかりで、プレゼン、審査会ともに熱の込

もった内容となりました。 

 審査は、福井工業大学デザイン学科の吉野 剛准教授や、坂井市三国町でおけら

牧場・ラーバンの森などを主催する山崎洋子さん、そして私など５人が当たりまし

たが、慎重にこれを行い、その結果、音泉組、ＮＰＯ法人グリーンウェル、桜守り

隊をはじめ、五つの団体の取り組みが助成の対象として選考されました。助成対象

となった皆さんの今後の活動を楽しみにするとともに、惜しくも対象外となった皆

さんには、次回以降の提案に期待したいと思います。 
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 次に、経済産業部関係でございますが、観光商工課所管では、あわら市観光協会

の状況について申し上げます。旅館会館で芦原温泉旅館協同組合と同居していたあ

わら市観光協会でありますが、年度末にあわら湯のまち駅舎へ事務所を移転し、４

月１日からは、任意団体から一般社団法人へ移行いたしました。事務局には旅行業

務取扱管理者の資格を有する３名の職員を配置して業務に当たっております。 

 今後の予定といたしましては、７月上旬に第１回の社員総会を開催し、新役員の

選出や、魅力創造委員会など七つの委員会を設置することになっております。 

 また、第３種旅行業務を７月には登録できる予定であり、本格的な着地型観光の

推進に取り組むことになっております。市といたしましては、観光交流人口の拡大

による地域活性化を目標とする新しい観光協会の活躍を大いに期待しているところ

であります。 

 次に、芦原温泉芸妓協同組合へ委託している伝統芸能育成事業について申し上げ

ます。全国募集をしている芦原芸妓でありますが、現在１名の採用が決定し、６月

中旬から、芸妓を目指し、けいこを開始することになっております。今後も全国Ｐ

Ｒに力を入れ、５名の芸妓の卵を採用できるよう、芸妓組合と連携して参りたいと

考えております。 

 次に、スマイルサポート事業について申し上げます。今年度からあわら市が展開

しているＨＥＥＣＥ構想事業の一つにスマイルサポート事業があります。この事業

は、ＪＲ芦原温泉駅に、乗降客の荷物などを運搬したり、体の不自由な方やお年寄

りの介助を行ったりする人員を配置して、駅を利用する皆さんにサービスを提供し

ようというものです。 

 現在のＪＲ芦原温泉駅は、改札口などが２階に設置されていることから、重い荷

物を持っている人や体の不自由な人などからは、その利便性の向上を求めるご要望

をいただいておりました。しかしながら、北陸新幹線の整備が決定しない現時点で

は駅の整備方針も不透明なままで、エレベーターなどのバリアフリー対策も思うよ

うには進められない状況となっております。 

 スマイルサポート事業は、こうしたことを背景に５月末からスタートしたもので、

毎日午前９時から午後６時まで、２人のポーターを駅に配置し、乗降客の荷物の運

搬や介助といったサービスを提供しております。また、ただ荷物などを運んだり介

助したりするのではなく、おもてなしの心を込め、笑顔で接することに心がけ、簡

単な観光案内や駅構内の清掃も行うなどして、あわら市の好感度アップを図って参

ります。 

 なお、このスマイルサポート事業は、このたびの緊急雇用創出事業の交付金を活

用して行っており、実施期間は来年３月末までを予定しておりますが、ご好評をい

ただけるようであれば、さらに１年間の延長を検討したいと考えております。 

 最後に、教育委員会関係でございますが、スポーツ課所管では、去る５月１６日

に第７回あわら市トリムマラソンを開催いたしましたところ、丸谷議長をはじめ、

議員各位には開会式にご出席を賜り、心からお礼を申し上げます。 
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 当日は、風薫る文字どおりの快晴に恵まれ、ランナーは沿道の声援を受けながら、

新緑の映える並木道や金津の街なかを思い思いのペースで気持ちよく駆け抜けてい

ただいたものと思っております。今年は２,０１１名の参加申し込みがあり、過去最

高の１,９１４名が完走いたしました。 

 ところで、今回は県警察本部交通機動隊のご協力により、１０㎞コースではあわ

ら市出身の女性隊員１名を含む２台の白バイに先導していただきました。また、恒

例となっております、芦原温泉旅館協同組合女将の会の方々がゴールしたランナー

に冷たいおしぼりを提供するサービスも大変好評であったとの報告を受けておりま

す。 

 関係者の皆様のご協力に深く感謝申し上げますとともに、今後もスポーツと観

光・文化との連携を図り、あわら市の特性を生かしたトリムマラソンにして参りた

いと考えております。 

 文化学習課所管の金津創作の森では、新年度に入り、４月１７日から、「画家・志

田弥広の足跡をたどって」を開催しております。志田先生は、高校の美術教師の傍

ら、金津町文化財保護委員を務めていただき、金津創作の森立ち上げにもご尽力を

いただきました。その後も財団理事として財団運営にもご尽力いただきましたが、

平成２０年５月に急逝されました。今回は、志田先生の作品を年代ごとに展示し、

作風の変化や、画家活動の中で多くの人との交流の足跡をたどったものとなってお

り、観覧者は５０代から７０代の人が多く、これまでの展覧会とは違った年代層の

方が多数来館されております。 

 また、恒例となりました「森のアートフェスタ」は今回で１０回目を迎え、５月

８日と９日の両日にわたり開催し、好天にも恵まれ、福井県内外から約１万２,００

０人の人出でにぎわいました。出展者のジャンルが多彩であったため、来場者の方

は大変満足であったという結果が、アンケート調査で伺えました。 

 以上で行政報告を終わります。 

                                       

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（丸谷浩二君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、３番、杉本隆洋君、

４番、山田重喜君の両名を指名します。 

                                       

   ◎会期の決定 

○議長（丸谷浩二君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から６月２３日までの１７日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 異議なしと認めます。 
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 したがって、本定例会の会期は本日より６月２３日までの１７日間と決定しまし

た。 

 なお、会期中の日程は、お手元に配布しました会期日程表のとおりであります。 

                                       

   ◎議案第５４号から議案第５７号の一括上程 

                   ・提案理由説明・総括質疑・討論・採決 

○議長（丸谷浩二君） 日程第３、議案第５４号、専決処分の承認を求めることについ

て（平成２１年度あわら市一般会計補正予算（第１１号））、日程第４、議案第５５

号、専決処分の承認を求めることについて（あわら市税条例の一部を改正する条例

の制定について）、日程第５、議案第５６号、専決処分の承認を求めることについて

（あわら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について）、日程第６、

議案第５７号、専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度あわら市産業

団地整備事業特別会計補正予算（第１号）） 

 以上の議案４件を一括議題とします。 

○議長（丸谷浩二君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました、議案第５４号から議案第５７号まで

の専決処分の承認を求めることについての４議案について提案理由の説明を申し上

げます。 

 議案第５４号につきましては、平成２１年度あわら市一般会計補正予算（第１１

号）で、歳入歳出それぞれ３億３万円の追加を専決処分したものであります。これ

に伴い、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ１７１億８,９１８万５,０００円

となっております。 

 次に、補正の主な内容をご説明申し上げます。 

 歳入については、特別地方交付税１億９,８０９万５,０００円を追加計上するほ

か、地方譲与税、国庫補助金、市債など、額の最終確定に伴い、それぞれ増減額を

精算、計上するものであります。 

 一方、歳出については、財政調整基金に３億円を積み立てるほか、総務費、民生

費、農林水産業費、商工費、土木費等において、歳入の精算に伴う財源振替を行う

もので、本年３月３１日付で専決処分を行ったものであります。 

 議案第５５号につきましては、あわら市税条例の一部を改正したものであります。

地方税法の改正に伴い、個人住民税における扶養控除の見直しや、新築住宅特例を

はじめとする固定資産税の減額措置の継続のほか、たばこ税の税率の引き上げ等に

係る所要の改正を行うことについて、本年３月３１日付で専決処分を行ったもので

あります。 

 議案第５６号につきましては、あわら市国民健康保険税条例の一部を改正したも

のであります。地方税法の改正に伴い、医療給付費分及び後期高齢者支援金分の課
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税限度額の引き上げのほか、減額賦課割合の変更等に係る所要の改正を行うことに

ついて、本年３月３１日付で専決処分を行ったものであります。 

 議案第５７号につきましては、平成２２年度あわら市産業団地整備事業特別会計

補正予算（第１号）で、２億８,２８５万７,０００円の追加補正を行い、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ２億８,６８５万７,０００円とするものであります。 

 補正の内容につきましては、平成２１年度の歳入不足額を補てんするための繰上

充用金２億８,２８５万７,０００円を計上するものであります。これに伴う歳入と

いたしまして、土地建物売払収入２億８,２８５万７,０００円を計上いたしており

ます。本年５月３１日付で専決処分を行ったものであります。 

 以上が専決処分の内容であります。よろしくご審議をいただき、ご承認を賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議長（丸谷浩二君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（丸谷浩二君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっています議案第５４号から議案第５７号につきましては、会

議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存

じますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 異議なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これから討論、採決に入ります。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第５４号について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第５４号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５４号は、原案のとおり承認することに決定しました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第５５号について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第５５号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 
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 したがって、議案第５５号は、原案のとおり承認することに決定しました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第５６号について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第５６号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５６号は、原案のとおり承認することに決定しました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第５７号について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第５７号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５７号は、原案のとおり承認することに決定しました。 

                                       

   ◎議案第５８号から議案第５９号の一括上程・提案理由説明 

○議長（丸谷浩二君） 日程第７、議案第５８号、平成２１年度あわら市一般会計繰越

明許費繰越計算書の報告について、日程第８、議案第５９号、平成２１年度あわら

市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 以上、議案２件を一括議題とします。 

○議長（丸谷浩二君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第５８号、平成２１年度あわら市

一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について及び議案第５９号、平成２１年度あ

わら市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告についての２議案についてご報告

申し上げます。 

 議案第５８号につきましては、繰越計算書に記載されておりますとおり、総務費

で、庁舎屋上防水工事１,０２０万円、民生費で、子ども手当に係る広域圏負担金４

９８万３,０００円、保育所改修事業１,０８０万円及び幼児園改修事業６５２万円、

衛生費で、新型インフルエンザ予防事業１０８万円、農林水産業費で、県営かんが

い排水事業負担金４３４万円及び経営体育成基盤整備事業負担金３５万５,０００

円、商工費で、多目的広場整備事業７,５００万円、セントピアあわらリニューアル
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工事７９０万円及び芦原温泉駅前公衆便所バリアフリー化工事３１５万円、土木費

で、道路一般改良舗装事業３,０００万円及び県営道路改良事業負担金４７０万円、

消防費で、全国瞬時警報システム整備工事８６６万５,０００円、教育費で、伊井小

学校グラウンド改修工事１,９００万円、小学校耐震改修事業１１億２,１４３万４,

０００円、校内ＬＡＮ整備工事６７４万５,０００円、中学校耐震改修事業１４億９

９４万５,０００円、幼稚園耐震改修事業４,４３４万４,０００円、公民館改修事業

４,６２０万円、体育施設改修事業７９０万円及びＢ＆Ｇ海洋センタープールろ過機

改修工事２００万円の合計２８億２,５２６万１,０００円を平成２２年度への繰越

額として決定したものであります。 

 これらの財源といたしましては、既収入特定財源９万５,０００円のほか、国県支

出金１９億４,２１１万円、地方債８億１,８９０万円及び一般財源６,４１５万６,

０００円を計上いたしております。 

 議案第５９号につきましては、公共下水道事業会計において、資本的支出の建設

改良費で、九頭竜川流域下水道事業建設負担金２２０万円を平成２２年度への繰越

額として決定したものであります。この財源といたしましては、損益勘定留保資金

２２０万円を計上いたしております。 

 以上２議案についてご報告いたします。 

○議長（丸谷浩二君） 議案第５８号、議案第５９号の議案２件については、これをも

って終結いたします。 

                                       

   ◎議案第６０号から議案第６１号の一括上程 

                   ・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（丸谷浩二君） 日程第９、議案第６０号、平成２２年度あわら市一般会計補正

予算（第１号）、日程第１０、議案第６１号、平成２２年度あわら市公共下水道事業

会計補正予算（第１号） 

 以上の議案２件を一括議題とします。 

○議長（丸谷浩二君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第６０号、平成２２年度あわら市

一般会計補正予算（第１号）及び議案第６１号、平成２２年度あわら市公共下水道

事業会計補正予算（第１号）の２議案について、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第６０号につきましては、２億７,３８４万４,０００円の追加補正を行い、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１４１億３,３８４万４,０００円とするものであり

ます。 

 歳出の主なものからご説明いたします。 

 まず、総務費のほか、各款にわたって、市役所庁舎、保育所、公民館など各公共

施設のデジタル放送対応経費として総額４２２万円を計上いたしております。 



 13 

 次に、民生費では、児童福祉総務費で、保育所カウンセラー配置事業に係る経費１

００万円などを計上いたしております。 

 労働費では、緊急雇用創出事業として、市民生活課の不法投棄回収、処分業務委

託料をはじめ、各課所管に係る三つの事業に係る経費４２６万１,０００円を計上い

たしております。 

 農林水産業費では、農業振興費で、明日の地域農業を支える担い手条件整備事業

補助金１,４２７万１,０００円を計上するほか、農地費で地域水利施設活用事業補

助金３５８万７,０００円を計上いたしております。 

 土木費では、都市計画総務費で、景観行政推進業務委託料が国庫補助事業の対象

になることから、２２０万円を追加計上するほか、十日・嫁威線に係る市街地整備

事業３,０００万円を計上いたしております。 

 また、公共下水道費では、国土交通省所管に係る国庫補助金が一括交付金化され

ることに伴い、これまで下水道事業会計で直接受け入れていた補助金を、一たん社

会資本整備総合交付金として一般会計で受け入れ、公共下水道事業会計補助金とし

て支出するため、２億円を計上いたしております。 

 このほか、住宅管理費で、旭団地総合改修工事等の見直しを行ったことにより、

公営住宅ストック総合改善事業２３０万４,０００円を減額いたしております。 

 消防費では、常備消防費で、耐震性貯水槽の整備や職員の子ども手当に係る嶺北

消防組合負担金６８３万４,０００円を追加計上いたしております。 

 教育費では、中学校費の学校管理費で、女性の体育講師を加配するための臨時職

員賃金２２４万７,０００円を追加計上するほか、幼稚園費で第３子以降保育料無料

化事業に伴う給食費扶助１０２万４,０００円を計上いたしております。 

 次に、歳入でありますが、使用料及び手数料では、第３子以降保育料無料化事業

に伴い、教育使用料で幼稚園保育料１１８万８,０００円を減額いたしております。 

 国庫支出金では、農林水産業費国庫補助金で、鳥獣害防止総合対策事業補助金が

国庫補助金から県補助金に振りかえられたことから、２,１５７万円を減額する一方、

土木費国庫補助金、消防費国庫補助金及び教育費国庫補助金で、国土交通省所管に

係る国庫補助金が一括交付金化されることに伴い、これらを社会資本整備総合交付

金として計上し直しております。 

 県支出金では、労働費県補助金で、県緊急地域雇用創出特別基金事業補助金４２

６万１,０００円を追加計上いたしております。 

 また、農林水産業費県補助金で、明日の地域農業を支える担い手条件整備事業補

助金１,０９７万８,０００円を計上するほか、鳥獣害防止総合対策事業補助金２,１

５７万円を計上いたしております。 

 このほか、繰越金３,１６４万３,０００円、市債１,３９０万円をそれぞれ追加計

上いたしております。 

 最後に、地方債の補正でありますが、芦原温泉駅前周辺整備事業及び公営住宅ス

トック改善事業について、それぞれ所要の変更措置を行っております。 
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 次に、議案第６１号、平成２２年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第１

号）につきましては、資本的収入において、下水道事業国庫補助金２億円を減額し、

同額を社会資本整備総合交付金として一般会計補助金に振りかえるものであり、予

算額の変更は行っておりません。 

 以上、２議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（丸谷浩二君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（丸谷浩二君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっています議案第６０号、議案第６１号の２議案は、お手元に

配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。 

                                       

   ◎議案第６２号から議案第７０号の一括上程 

                   ・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（丸谷浩二君） 日程第１１、議案第６２号、あわら市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第１２、議案第６３号、

あわら市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日

程第１３、議案第６４号、あわら市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、日程第１４、議案第６５号、あわら市公園条例の一部を改正する条例の制定

について、日程第１５、議案第６６号、あわら市下水道条例の一部を改正する条例

の制定について、日程第１６、議案第６７号、あわら市農業集落排水事業条例の一

部を改正する条例の制定について、日程第１７、議案第６８号、金津創作の森条例

の一部を改正する条例の制定について、日程第１８、議案第６９号、あわら市水道

事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、日程第１９、議案第７０号、

あわら市農業者労働災害共済条例の一部を改正する条例の制定について 

 以上の議案９件を一括議題とします。 

○議長（丸谷浩二君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第６２号、あわら市職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから議案第７０号、

あわら市農業者労働災害共済条例の一部を改正する条例の制定についてまでの９議

案について、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第６２号、あわら市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例の制定については、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴い人事院規則が改正され、これに準じて本条例について所要の改正を

行うものであります。 



 15 

 内容の主なものといたしましては、次の議案第６３号において育児休業の取得に

係る条件が緩和されることに伴い、職員の配偶者の就業等の状況にかかわりなく、

職員は育児のための早出遅出勤務及び時間外勤務の制限の請求をすることができる

こととする改正等を行うものであります。 

 議案第６３号、あわら市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定については、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施

行により、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正されたことに伴い、本条例

について所要の改正を行うものであります。内容といたしましては、育児休業の取

得に係る条件を緩和するものであります。 

 議案第６４号、あわら市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定については、

金津東部土地区画整理事業区域内の土地の換地処分が完了したため、所要の改正を

行うものであります。 

 議案第６５号、あわら市公園条例の一部を改正する条例の制定についても議案第

６４号同様、金津東部土地区画整理事業区域内の土地の換地処分が完了したため、

所要の改正を行うものであります。 

 議案第６６号、あわら市下水道条例の一部を改正する条例の制定については、下

水道使用料の改定を行うものであります。下水道事業経営の健全化を進め、独立採

算の原則のもと安定した運営を図るため、基本料金で１０５円、超過料金で５円の

引き上げを行うものであります。施行日は、本年１０月１日からとなっております。 

 議案第６７号、あわら市農業集落排水事業条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、農業集落排水使用料の改定を行うものであります。青ノ木・宮谷地区農業

集落排水処理施設においては、基本料金で２１０円、人員割料で１０円の引き上げ

を、一方、剱岳地区農業集落排水処理施設においては、基本料金で１０５円、超過

料金で５円の引き上げを行うものであります。施行日は、本年１０月１日からとな

っております。 

 議案第６８号、金津創作の森条例の一部を改正する条例の制定については、高齢

者や障害者の利用の促進を図るとともに、施設の利用実態に即した料金体系とする

ため、所要の改正を行うものであります。 

 議案第６９号、あわら市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について

は、水道料金の改定を行うものであります。水道事業経営の健全化を進め、独立採

算の原則のもと安定した運営を図るため、基本料金で１０５円、超過料金で５円の

引き上げを行うものであります。施行日は、本年１０月１日からとなっております。 

 議案第７０号、あわら市農業者労働災害共済条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、農地法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、農業生産法人以外の法

人等についても農地を借りることが可能となったこと、また、市農業サポートセン

ターによる農家支援事業が実施されることから、農業生産法人以外の法人に適用さ

れる従事者及び農業の活性化を支援する都市住民を共済事業の対象とするため、所

要の改正を行うものであります。 
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 以上、９議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいた

だきますようお願い申し上げます。 

○議長（丸谷浩二君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（丸谷浩二君） 質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 議案６６号、６７号、６９号に関しまして、これは上下水道

の値上げの問題でありますが、現在の水道料金は県内の他市と比べてどうかという

こと。それから、上水道、下水道の現在の滞納額はどれだけあるか。また、特にそ

の中で、芦原財産区内の上水道、下水道の滞納額は幾らであるか。それから、三つ

目に、この改定によって、それぞれ上水道、下水道の増収額は幾らになるか。下水

道につきましては、剱岳、それから宮谷地区の農業集落排水の分も含めてお答えを

いただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 土木部長、木下勇二君。 

○土木部長（木下勇二君） ただいまの山川知一郎議員の質疑にお答えします。 

 議案第６６号、議案第６７号及び６９号のあわら市上下水道料金及び農業集落排

水事業使用料金の改定につきましては、今日までたびたび関係資料を議会に提出し

ながら申し上げているところでございますが、再度のご質疑ということで、改めて

申し上げます。 

 １点目の、県内においての他市との料金比較でございますが、まず公共下水道使

用料金でございますが、一般家庭で１月当たり３０㎥を使用した場合の高い順に申

し上げますと、１番目に大野市の４,７２５円、２番目に小浜市の４,６２０円、３

番目に越前市の３,９５５円、４番目に鯖江市の３,８６０円となっております。次

に、５番目としましてあわら市の３,６７５円の順となっております。お隣の坂井市

と同額でございますが、１月当たり５０㎥を超えますと、坂井市の方が高くなって

おります。 

 次に、農業集落排水使用料金でございますが、あわら市には、青ノ木・宮谷処理

区と剱岳処理区の２処理区がございますが、お隣の坂井市との比較でございますが、

坂井市は３,６７５円、剱岳地区については３,７８０円と相なっております。 

 次に、水道料金でございますが、同じく、１月３０㎥を使用した場合の高い順に

申し上げます。１番目に大野市の５,６３０円、次、２番目にあわら市の４,１９０

円で、３番目、越前市の３,７１７円、４番目に坂井市の３,６６５円の順となって

おります。 

 ２点目のご質疑の各会計の滞納額でございますが、平成２１年の決算で、公共下

水道会計では１億７,８３０万９,７７７円でございます。企業会計では、３月末で

打ち切り決算を行いますので、つまり、１１カ月分でございます。残り１カ月分の

収納分を加算いたしますと、実質の滞納額は１億３,７６４万８,２８０円となって
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おります。 

 次に、農業集落排水事業会計では、１２９万５,９１８円でございますが、これも

公共下水道会計と同様な決算をいたしておりますので、残り１カ月分の収納分を加

算いたしますと、実質の滞納額は１６万４,２３３円となっております。その内訳と

して、青ノ木・宮谷処理区で５万１,４５０円、剱岳処理区で１１万２,７８３円と

なっております。 

 次に、水道事業会計の滞納額は３,１８５万８,４５７円でございます。また、芦

原温泉上水道財産区の水道料金の滞納額は３２７万３,２６３円とお聞きしており

ます。 

 ３点目の質疑で、特にその中で財産区域の公共下水道料の滞納額でございますが、

公共下水道使用料金実質滞納額１億３,７６４万８,２８０円のうち、財産区域内の

滞納額につきましては１億３,２０７万３,６７１円でございます。 

 最後の質疑の料金改定による増収額でございますが、公共下水道会計で約２,７０

０万円、農業集落排水事業会計で約７９万円。内訳としまして、青ノ木・宮谷処理

区で２８万円、剱岳処理区で５１万円でございます。 

 次に、水道事業会計で、約２,６００万円で１年間で増収があるものと見込んでお

ります。 

 なお、この料金改定に当たりましては、これまでも申し上げていますように、昨

年７月２８日に市内各種団体で構成するあわら市水道料金等検討委員会を立ち上げ

ていただき、１１月２５日の答申まで、都合４回の委員会を開催していただいた答

申をもとに改定をさせていただいております。よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（丸谷浩二君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） これをもって質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっています議案第６２号から議案第７０号までの９議案は、お

手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託し

ます。 

                                       

   ◎議案第７１号から議案第７３号の一括上程 

                   ・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（丸谷浩二君） 日程第２０、議案第７１号、市道路線の認定について、日程第

２１、議案第７２号、市道路線の廃止について、日程第２２、議案第７３号、市道

路線の変更について 

 以上の議案３件を一括議題とします。 

○議長（丸谷浩二君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 



 18 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第７１号、市道路線の認定につい

てから議案第７３号、市道路線の変更についてまでの３議案について、提案理由の

説明を申し上げます。 

 議案第７１号につきましては、１９４号線及び１９５号線の２路線を新規に市道

として認定するものであります。当該２路線につきましては、春宮２丁目地係の工

場跡地の宅地造成区域内に新たにできた路線であります。いずれも市道と認定し、

市において管理すべき路線と認められるものであります。 

 議案第７２号につきましては、８１６号線を廃止するものであります。当該路線

は、金津南部土地区画整理事業の中でコミュニティ道路として位置づけがされてい

たことから、歩行者専用道路での認定がされておりましたが、今回、道路改良工事

に伴い廃止するものであります。 

 議案第７３号につきましては、５２号線を変更するものであります。本案につき

ましては、議案第７２号で廃止する区間を含めて、５２号線の起点を変更するもの

であります。 

 以上、３議案について、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただき

ますようお願い申し上げます。 

○議長（丸谷浩二君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（丸谷浩二君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっています議案第７１号から議案第７３号までの３議案は、お

手元に配布してあります議案付託表のとおり、厚生経済常任委員会に付託します。 

                                       

   ◎議案第７４号の上程・提案理由説明・採決 

○議長（丸谷浩二君） 日程第２３、議案第７４号、人権擁護委員の候補者の推薦につ

いてを議題とします。 

○議長（丸谷浩二君） 本案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第７４号、人権擁護委員の候補者

の推薦についての提案理由の説明を申し上げます。 

 本案につきましては、現人権擁護委員の北川賀文氏が、本年９月３０日で任期満

了となるため、同氏を引き続き委員候補者として推薦することについて、議会の意

見を求めるものであります。 

 北川氏は、平成７年８月に人権擁護委員に就任され、これまで５期、委員を務め

られております。人格、識見ともに人権擁護委員として適任であると思われますの

で、よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（丸谷浩二君） ただいま議題となっております議案第７４号につきましては、
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会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと

存じますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 異議なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） お諮りします。 

 議案第７４号につきましては、異議はない旨の意見を付したいと思いますが、こ

れにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７４号については、異議はない旨の意見を付することに決しまし

た。 

                                       

   ◎請願第１号、請願第２号、陳情第１号の一括上程・委員会付託 

○議長（丸谷浩二君） 日程第２４、請願第１号、選択的夫婦別姓導入など民法改正を

求める意見書提出に関する請願書、日程第２５、請願第２号、日本軍「慰安婦」問

題の解決をめざす法制定を求める意見書採択を求める請願書、日程第２６、陳情第

１号、農業農村整備事業予算の確保を求める陳情書 

 以上の請願２件、陳情１件を一括議題とします。 

○議長（丸谷浩二君） ただいま議題となっています請願第１号、第２号、陳情第１号

につきましては、厚生経済常任委員会に付託し、審査することにしたいと思います

が、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 異議なしと認めます。 

 したがって、請願第１号、第２号、陳情第１号は厚生経済常任委員会に付託し、

審査することに決定しました。 

                                       

   ◎発議第６号の提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（丸谷浩二君） 日程第２７、発議第６号、あわら市議会議員政治倫理条例の制

定についてを議題とします。 

 本案について、提出者の趣旨説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 提出者、１７番、東川継央君。 

○17 番（東川継央君） 議長のご指名がありましたので、発議第６号、あわら市議会議

員政治倫理条例の制定について、趣旨説明を申し上げます。 

 本案につきましては、あわら市議会議員の政治倫理に関する規律の基本となる事

項を定めることにより、議員の政治倫理の確立と向上を図り、もって市民に信頼さ

れる清潔で民主的な市政の発展に寄与するため、この条例を制定するものでありま

す。 
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 この条例案作成に当たっては、第３条で政治倫理基準の遵守を、第４条では請負

等に関する遵守事項を加え、第５条では市民からの調査請求もできるような内容と

なっております。 

 なお、第５条の市民からの請求につきましては、１００人以上の連署という数字

が多いのではないかというような意見もありましたが、県内外のほとんどの市議会

では複数の紹介議員を必要とすることとなっております。 

 なお、県内の市議会では、２市議会を除き、市民請求権そのものを規定していな

いところであります。 

 そのような中で、あわら市議会の場合は、議員の紹介を省き、市民だけで請求で

きる内容とさせていただきました。また、請求の重みとしても１００人程度がよい

のではという多数の意見を組み入れさせていただきましたので、ご理解をお願いし

ます。 

 また、多くの議会が、議員自らの努力目標ということや、遵守事項のみの定めと

なっているところが多数でありますが、本市議会では、この条例をより実のあるも

のとすべく、違反した場合の罰則規定を設けたところであります。 

 いずれにいたしましても、この条例のあるなしにかかわらず、我々議員一人一人

が常に自らを厳しく律し、議会の権威を保ちつつ、市民の負託に応えていくことが

重要なことは言うに及ばないところであります。 

 よって、所定の賛成者を得て提案させていただきましたので、議員各位のご賛同

をよろしくお願いいたします。 

 なお、条例案につきましては、お手元に配布のとおりでありますので、よろしく

お願いをいたします。 

○議長（丸谷浩二君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（丸谷浩二君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 質疑なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） ただいま議題となっています発議第６号につきましては、会議

規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存じ

ますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 異議なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、討論、採決に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「討論あり」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） まず、原案に反対の方の発言を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） ただいまの提案につきましては、反対の立場で討論をさせて
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いただきます。 

 この条例をつくることの趣旨については、全く異論はございません。ただ、今、

提案者からもありましたが、市民が請求する場合に１００人としているのは、私は

多過ぎると。他の自治体では、市民の数とともに紹介議員をつけるというふうにな

っていると。その点、今回の提案は紹介議員はつけないと。このことも非常に私は

よいと思いますが、それにしても、市民が本当に請求しやすくするという点では、

１００人はどう考えても多い。せめて５０人。私は３０人程度でもいいのではない

かというふうに考えておりますが、その１点だけで、いささか問題があるというふ

うに考えますので、反対をいたします。 

 以上でございます。 

○議長（丸谷浩二君） 次に、原案に賛成の方の発言を許可します。 

○議長（丸谷浩二君） 討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） これで討論を終結いたします。 

○議長（丸谷浩二君） これより、発議第６号を採決します。 

 本案を提案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立多数です。 

 したがって、発議第６号は提案のとおり可決されました。 

                                        

   ◎散会の宣言 

○議長（丸谷浩二君） 以上で本日の日程はすべて終了しました。 

 なお、６月１４日は、午前９時３０分から会議を開きます。 

 本日は、これにて散会します。             （午前 10時 34 分） 

                                       

  地方自治法第１２３条の規定により署名する 

 

  平成２２年  月  日 

 

               議  長 

 

               署名議員 

 

               署名議員 
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第４８回あわら市議会定例会議事日程 

 

                         第 ２ 日 

                         平成２２年６月１４日（月） 

                         午前９時３０分開議 

 

１.開議の宣告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 一般質問 

 

 （散  会） 
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出席議員（１８名） 

   １番 吉 田 太 一     ２番 森   之 嗣 

   ３番 杉 本 隆 洋     ４番 山 田 重 喜 

   ５番 三 上   薫     ６番 八 木 秀 雄 

   ７番 笹 原 幸 信     ８番 山 川 知一郎 

   ９番 北 島   登    １０番 向 山 信 博 

  １１番 坪 田 正 武    １２番 丸 谷 浩 二 

  １３番 牧 田 孝 男    １４番 卯 目 ひろみ 

  １５番 宮 崎   修    １６番 山 川   豊 

  １７番 東 川 継 央    １８番 杉 田   剛 

 

欠席議員（０名） 

                                       

 

地方自治法第１２１条により出席した者 

 市 長  橋 本 達 也    副 市 長  北 島 善 雄 

 教 育 長  寺 井 靖 高    総 務 部 長  田 中 利 幸 

 財 政 部 長  小 坂 康 夫    市民福祉部長  辻   邦 雄 

 土 木 部 長  木 下 勇 二    教 育 部 長  藤 﨑 恒 美 

 会計管理者  長谷部 泰 司    土木部理事  佐々木   賢 

 市民福祉部理事  辻   博 信    農林水産課長  岡崎新右エ門 

 観光商工課長  小 林 昭 彦    芦原温泉上水道財産区管理者  竹 内 正 文 

                                       

 

事務局職員出席者 

 事 務 局 長  田 崎 正 實    事務局参事  山 口   徹 

 書 記  中 辻 雅 浩 
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   ◎開議の宣告 

○議長（丸谷浩二君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（丸谷浩二君） 本日の出席議員数は、１８名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 なお、本日は、北浦経済産業部長が欠席のため、代理で岡崎農林水産課長、小林

観光商工課長が出席しております。 

○議長（丸谷浩二君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（午前９時 30分） 

                                       

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（丸谷浩二君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、３番、杉本隆洋君、

４番、山田重喜君の両名を指名します。 

                                       

   ◎一般質問 

○議長（丸谷浩二君） 日程第２、これより一般質問を行います。 

◇吉田太一君 

○議長（丸谷浩二君） 一般質問は通告順に従い、１番、吉田太一君の一般質問を許可

します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） １番、吉田太一君。 

○１番（吉田太一君） 通告順に従い、一般質問をさせていただきます。 

 まず一番目、教育長にお尋ねいたします。 

 前回３月議会で質問させていただきました児童の登下校の見守りシステム導入に

ついて再び質問させていただきます。 

 前回、教育長は「検討させていただきます」との回答でしたが、あれから３カ月

が過ぎました。どのような検討をしていただいたのか教えてください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 吉田議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、議員におかれましては、子供たちの安全・安心のために、独自に防災のア

ンケートを実施していただきありがとうございました。 

 さて、市教育委員会では、３月定例会の一般質問でご提案いただきました「キッ

ズ・ガードシステム」につきまして各学校と登下校の現状及びシステムの導入につ

いて検討させていただきました。 

 この中で、各学校では徹底した集団登下校の実施や、保護者への下校時間の周知、

さらには、スクールバスで登下校する児童や放課後子供クラブを利用する児童も多
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いことの理由で、今すぐにシステムを導入する必要性は感じていないとの意見が多

数を占めている現状でありました。 

 また、「子ども１１０番の家」の増設、あるいは「子ども見守り隊」の一層の充実

を図ることが子供たちの安全により重要なことであるとの意見もいただいており

ます。 

 確かに、「キッズ・ガードシステム」はすぐれたシステムであり、保護者にとって

安心できるものであるということは言うまでもありません。しかしながら、教育委

員会では、子供の安全の確保は情報通信等に頼るばかりでなく、地域やＰＴＡのご

協力をいただきながら、子供に目を配り、声をかける取り組みを進めることも重要

であると考えております。 

 従いまして、現時点では現在の「緊急メールシステム」を有効に活用しながら、

学校単位で登下校の実態に合わせて、子供の安全を守る体制づくりに努めて参りま

すので、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） １番、吉田太一君。 

○１番（吉田太一君） 教育長の考え方とか意見、よく分かりましたが、今回、私単独

で市内各小学校のＰＴＡを対象にアンケートをとらせていただきましたが、結果で

は、小学校１年で７７.４８％、２年生で６９.７９％、３年生で６９.７９％、４年

生で６９.１１％、５年生で６２.８１％、６年生で７１.３２％、全体で７１.０５％

の父兄の方が「是非利用したい」と回答していただいています。 

 金津地区に関しては、わずかでありますが平均を下回っていましたが、芦原地区

に関しては、約８０％の父兄の方が「利用したい」と答えています。また、芦原・

金津両中学校に関しても６２.５％の父兄が「利用したい」と回答しています。中

学校の利用に関しては改良の余地はあるとは思いますが、このアンケート結果を教

育長はどうとらえますか。 

 また、先日も中学校のＰＴＡの方とお話ししたときに、金津小学校で利用してい

たご父兄の方ですが、ぜひ中学校でも取り入れてほしいという意見が私の方のとこ

ろまで来ています。このアンケートに関して、教育長、どうとらえますか。回答お

願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 議員の今、アンケート結果に基づく見解についてということ

でお答えさせていただきます。 

 議員の独自調査による保護者の安全・安心への関心の高さについては、改めて認

識をさせていただきました。しかし、保護者の方はまだこのシステムについて十分

満足をしているというふうにも見られない面もあり、また、保護者の一部からは個

人情報の問題や、共働きの場合、学校は出たものの、本当に帰宅したかどうかがわ

からないなどの問題点も指摘されています。 
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 議員の調査結果につきましては、今後、各学校における安全・安心な登下校の体

制づくりを進める上で、貴重な資料として参考にさせていただきたいと考えており

ますので、今後もご助言をいただきますようよろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） １番、吉田太一君。 

○１番（吉田太一君） 是非検討していただきたいと思います。 

 二つ目の質問に移りたいと思います。経済産業部課長にお尋ねします。 

 あわら湯のまち駅前多目的広場整備についてお尋ねします。 

 県からの補助金１億円、あわら市からの５,０００万円、総額１億５,０００万円

の事業ですが、３月議会で予算を通した後、どのように進んでいますか。今後のス

ケジュールを教えてください。 

 また、この整備の行政側のコンセプトは何でしょうか。何をメインに考えていま

すか。 

 また、先日、多目的広場に関する市民検討会に私は参加してきましたが、若者か

ら年配の方まで幅広い方が参加していました。熱く語る青年たちの意見を聞いて、

あわら市の将来は大丈夫だなと感心しました。検討会のこれまでの経緯を見ますと、

５月から現在まで１２回開催されています。この検討会について、理事者側は知っ

ていましたか。知っていたのであれば、この検討会に参加していたのでしょうか。

参加していたのであれば、何回参加していたのでしょうか。 

 最後に、基本的に設計が決まっていない状態で、大変答えにくいとは思いますが、

この施設の管理運営に関しては、どのような形態が望ましいと考えていますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 副市長、北島善雄君。 

○副市長（北島善雄君） ただいまの吉田議員のご質問に私の方からお答えをさせてい

ただきます。 

 まず、第１点目の広場整備事業につきましては、昨年８月に県の目玉となる観光

地づくり推進事業による基本計画策定と、観光施設の整備事業に係る事業採択を受

けたところでございます。 

 基本計画につきましては、関係団体や市民の公募メンバーの方々を中心に５回の

ワークショップを開催し、この中で数々のご意見、ご要望をいただき、今年３月に

策定したところでございます。 

 一方、施設の整備につきましては、基本計画に沿いまして、具体的な施設の整備、

配置などについて、整備後の施設の維持管理面を含めながら議会と協議をさせてい

ただいているところでございます。 

 ２点目の、この整備の目玉づくりとして、したいものは何かというようなご質問

でございますが、基本計画の中では、施設棟や藤野厳九郎記念館及び資料館のほか、

足湯広場、水辺空間、植栽などを整備することとなっております。 

 しかしながら、１億５,０００万円という事業費の枠もあることから、鋭意検討を



 27 

しているところであります。 

 市といたしましては、この広場を新しいまち歩き観光、または市民や来訪者、観

光客の交流の拠点として整備して参りたいというふうに考えております。 

 ３点目の、ワークショップのメンバーなどとの連携及びこの施設の運営方法につ

いてのご質問でございますけれども、本事業の実施に当たりましては、観光団体、

経済団体、ＮＰＯ法人、地域住民グループなどさまざまな活動主体と連携をするこ

とが求められておりました。 

 このことから、この事業の基本計画を策定するに当たり、関係団体並びに市民の

皆様の意見、要望を反映するため、ワークショップを開催し、この３月の報告会を

もって終了したものであります。 

 今後もこの広場の維持管理や活用につきましては、ワークショップのメンバーの

方々を含めた市民の皆様の積極的な参加をお願いいたしたいと考えております。 

 また、施設の運営方法につきましては、現時点では一部流動的な部分もございま

すことから、指定管理者を指定するか、あるいは市による直接維持管理にするかの

方向性がまだ定まっていない状況でございます。今後、議会と協議を重ねながら、

それらを決めて参りたいというふうに思っておりますので、ひとつよろしくお願い

をいたします。 

 また、検討会に参加したかどうかというお話でございましたが、ちょっと私、そ

の検討会そのものはちょっと把握しておりませんので、担当課長の方からご報告を

させていただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 観光商工課長、小林昭彦君。 

○観光商工課長（小林昭彦君） 観光商工課、小林です。お願いします。 

 今の吉田議員さんの質問でございますが、ワークショップ検討会の方から担当課

の方に要請を受けました１２回開催されているということでございますが、去る５

月３０日に私、観光商工課長並びに政策課長、建設課長、３名によりましてセント

ピアあわら会議室におきまして検討会に参加させていただいております。その時に

つきましては、今までの事業の進捗状況、また今後の進展の方向に向けまして、い

ろいろ説明をさせていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） １番、吉田太一君。 

○１番（吉田太一君） 検討会については、今後とも話し合っていってほしいと思いま

す。あわら市の新しい活性化拠点として、また、子供たちの次世代に残すまちづく

りの実践の場として、湯のまち駅前多目的広場の整備にかかる期待は大変大きいと

思います。官民一体となった管理運営体制つくりが大切ではないでしょうか。 

 私は、市民の方が、ＮＰＯ法人または市民団体が出資し、株式会社などを立ち上

げ、運営管理なども市民の方が管理するようなことになれば、愛着もわき、皆さん



 28 

がたくさん集まる情報発信の場になると思います。皆さんの貴重な税金を使う事業

です。この事業はつくったら終わりではなく、ここからさらに進化してどんどん良

くなっていく、是非とも市民の方と責任のある、熱意を消さないように話し合って

いってもらいたいと思います。期待しています。 

 三つ目、質問をさせていただきます。 

 先日、一部マスコミにおいて公表された県が示した案では、「２０１３年度に福鉄

及びえち鉄直通運行をおおむね了承した。運行形態、区間は大筋で了承された。収

支採算性や事業費の負担などの課題は今後検討していく」と発表されましたが、こ

の県の方針についてあわら市ではどのように対応をしていくのか、相互乗り入れス

ケジュール案を見ますと、１１年度、１２年度で設計工事、１３年度から相互乗り

入れ開始となっています。えち鉄の社長は、ハード面だけでなく、料金、同一切符

発行など利便性を向上させるソフト面の検討を要望したと書いてあります。まちづ

くりの観点から経済界との連携、次世代型路面電車システムのいち早い導入も訴え

たと書いてありました。また、１２日の報道では、第２段階ではえち鉄側も低床車

両を導入して、福鉄側に乗り入れると書いてありました。工事の内容にしても、低

床車両の導入となると、ホームの改修が必要だし、低床車両を導入する際の分担金

はどのように負うのか。また、第２段階では三両編成となっていますが、三両を同

時に導入するのか、それとも随時導入するのか、どんどん話が先に進んで事後承諾

のように、あわら市は幾ら負担してくださいというようなことにはならないでしょ

うね。また、この相互乗り入れによって、あわら市にとってどのようなメリットが

あるのか、お答えをお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 吉田議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、福井鉄道とえちぜん鉄道との相互乗り入れにつきましては、現在、県では、

両鉄道の利便性の向上による利用者増や経営改善を図るため、県、沿線自治体、両

鉄道事業者による「福井鉄道福武線とえちぜん鉄道三国芦原線との相互乗り入れに

関する事業検討会議」を設置し、各種検討を進めております。 

 去る５月２７日には、その内容が県により公表されておりますが、第一段階とし

ては、福井鉄道が福井鉄道田原町駅からえちでん鉄道に接続し、新田塚駅までの乗

り入れを行い、第二段階としては、福井鉄道による乗り入れを西長田駅まで延長す

るとともに、えちぜん鉄道が福井鉄道福武線への乗り入れを行うものであります。 

 しかしながら、現状では、両鉄道による車両規格の違いから、相互乗り入れは不

可能な状況であり、低床車両３編成の導入や、田原町駅から西長田駅までの１０カ

所の駅の改修工事が必要と見込まれるなど、それにかかる多額の事業費が今後の大

きな課題となっております。 

 次回以降の事業検討会においては、県から概算事業費を含めた制度設計が示され

ることとなりますが、現状では不明な点も多く、市といたしましては本事業の採算
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性や、沿線自治体への事業効果、費用負担、関係機関の動向等を慎重に見極めた上

で、適切に判断して参りたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） １番、吉田太一君。 

○１番（吉田太一君） 市長、大体状況は分かりましたが、僕たち議会または市民の方

に説明される前に、報道等でこういうふうに流れてしまいますと、すべてがもう決

まっているんじゃないかというふうにとられがちなんですよね。だから、この新聞

報道によっても、もう既に決まっていると、正式にあわら市幾ら負担してください

よと来るんじゃないかという不安感が非常にあると。今後、やっぱそういう不安を

消すためにも、理事者側にも情報を公開してほしいというか、私たち議会の方にも

公開してほしいという、そういうふうに思います。 

 これで私の一般質問を終わらせていただきます。 

                                      

◇牧田孝男君 

○議長（丸谷浩二君） 続きまして、通告順に従い、１３番、牧田孝男君の一般質問を

許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） １３番、牧田孝男君。 

○13 番（牧田孝男君） 通告順に従い、１３番、牧田、一般質問をさせていただきます。 

 テーマは郷土資料館併設の図書館整備についてということであります。 

 私も最近いろんなことがありまして、原点にというか、初心に返ったつもりで一

般質問したいと思います。 

 橋本市長は３月の全員協議会だったと思うんですけれども、そこで、平成２２年

度ＨＥＥＣＥ構想事業というものを語っておられました。これは、これからの夢を

育む事業・人づくりの事業に重点を置きたいということの表れだろうというふうに

思います。 

 さて、人づくりといえば、私は図書館こそが人づくりのための土台であるという

ふうにいつも思っております。そして、その意味で今の金津図書館のありようは非

常に気になっておりました。もちろん、今も気になっております。 

 私は、昔ある時期に図書選定委員というものをやっておりました。その関係で福

井県内外のいろいろな図書館を訪れました。そこで感じたことを申し上げると、金

津図書館のように閲覧室が２階にあるところというのは非常に稀であるというか、

どこにもなかったわけであります。行った先々の図書館で、金津町の場合、フロア

ーが２階にあるということを言うと、一様に驚いた顔をされたということを覚えて

おります。公共の建築物というのはすべてでありますが、特に図書館というのはバ

リアフリーでなければならないというふうに思います。是非、図書館閲覧室フロア

ーというものを１階に下ろすということを講じていただきたいと、そういうふうに

思うわけですけども、市長はどう考えるかお聞かせいただきたい。 



 30 

 また、あわら市内、私の場合は旧金津町の人間なので、特に旧金津町のことに言

及しますが、このあわら市内からはたくさんの場所で埋蔵文化財が発掘されており

ます。例えば、桑野遺跡とか、茱山崎遺跡とか、神奈備山古墳の遺跡とか、高間川

の遺跡とか、あるいは、古代製鉄所跡等々、たくさん発掘されております。しかし、

これらの発掘されたものは、現在、常設展示はされておりません。森林組合の跡の

建物に内部保管されているだけであり、あるいは勾玉などの貴重なものは、県立博

物館の方に預けられているというふうに聞いております。これは如何にももったい

ない話であります。常設で展示されておれば、市内小中学生とか、高校生とか、あ

るいは一般の市民の皆さんが頻回に訪れることができ、あるいは目にすることがで

きます。市内の小中学生が頻回に訪れるようになれば、大人になった時、都会に出

ているにしろ、市内に留まっているにしろ、ふるさとを思う気持ちは随分と強くな

るはずであります。ふるさとを愛するためには、いろんなことがありますけれども、

軸の一つに、ふるさとの歴史やあるいは自然を知るということが挙げられます。埋

文などの歴史的資料は目に見える資料であり、小さいころに見ることで、そのイン

パクトは大変に大きいと思います。 

 私は思うわけですけれども、そういった機能、図書館の機能というのも、あるい

は郷土資料館の機能というのも、本質的には似ているところがあります。今までに

私が、例えば、視察研修などで訪れた自治体で印象に残った自治体には、この二つ

が併設されているというのが多かったように思います。そういうふうに記憶してお

ります。その意味で、郷土資料館併設の図書館整備ができないかというふうに思う

わけですけれども、市長の考えを聞きたいと思います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 牧田議員のご質問に私の方からお答えさせていただきます。 

 議員ご指摘のとおり、金津図書館の施設のあり方については、以前よりできるだ

け多くの人が使いやすいように、１階に設置することが求められております。 

 しかしながら、１階と３階が中央公民館、２階が図書館という併設施設の中で、

図書館を１階に移設することは、中央公民館としての機能や利便性を確保する観点

からも困難であると考えております。 

 一方、埋蔵文化財につきましては、現在までの発掘調査で得られた出土品は、そ

れぞれに大変貴重なものであり、その保存を遺漏なく行い、後世に伝えていくこと

とあわせ、公開活用することもまた重要であると認識をいたしております。 

 議員ご提案の「郷土資料館併設型の図書館」の整備につきましては、現在の金津

図書館では最近のゆったりとした読書空間を持つ図書館とは違い、スペースが手狭

であることから、常設の展示場を確保することは困難であります。 

 また、発掘調査で得られた出土品の中には、そのまま展示できる資料もあります

が、出土品を損なうことなく常設展示するには、その保存処理を行う必要があり、
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密閉展示ケースの設置など多額の費用が必要となることも想定されます。 

 従いまして、これらの諸問題を踏まえながら、今後、公共施設の有効活用を図る

中で、具体的な施策を検討して参りたいと考えておりますので、ご理解をいただけ

ますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） １３番、牧田孝男君。 

○13 番（牧田孝男君） 今、教育長の方から、１階と３階の関係から非常に難しいとい

うような、図書館に関してそういうようなお答えがあったんですけれども、確かに

今、教育長が言われたように、これは合併前からそういう一般質問がありました。

何とか１階に下ろせないかという質問がありました。そして、その時に、例えば、

全体を下ろせないのであれば、エレベーターを設置できないかというそういう質問

もあったというふうに覚えております。しかし、それらの要望があったにもかかわ

らず、あれからもう５年、１０年とそういう状態で放置されているというのが実態

だと思います。 

 確かに、ほかの機能の利便性がそれによって損なわれるというデメリットはある

わけですけれども、この問題というのは、やはり何となく放置されてきているとい

うふうに自分では思えて仕方がないのであります。これは自分の個人的なことです

けれども、私は一昨年の秋に脳内出血で倒れてからリハビリが終わった今でも右足

に軽い麻痺ができて、階段を上るのがとても辛いような状態です。しかし、本好き

なので図書館に行かざるを得ないんですけれども、ましてや車いす使用の身体障害

者の場合、行くことは当然不可能だと思うんです。だけれども、今のような状態に

なっているというのはおかしいことです。これは、言ってみれば、そういう人たち

はここへ来なくていいよというふうに言っているのと同じだと思うんです。旧金津

町と旧芦原町が合併した時に、「みんなが悠々と文化に親しむことのできるあわら

市」そういうスローガンがありましたが、今の実態というのは逆でありまして、そ

れこそ身体障害者差別を放置するあわら市ということになってしまうのではないか

と思うわけであります。ですから、利便性も含めて、それこそ１０年も前から言わ

れてきていることでありますから、是非とも対応を早急に考えていただきたいとい

うふうに思います。 

 それから、現在発掘された埋蔵文化財は、先ほど教育長の話にもあったように、

その貴重なものが今、森林組合だった建物の中に保管されているわけですけれども、

あの建物というのは、非常に老朽化しております。そして、耐震改修もなされてお

りません。こういう状態というのをずっと続けることは、できるはずがないと思い

ます。いずれ、何とかしなければならない、埋文の活用の仕方を考えなければなら

ない時がやってきます。 

 今の教育長の説明の中に、例えば、そういうものを展示する場合に通常の建物で

はなくて、空調とか、そういうところでいろいろと金のかかる部分があるという、

そういうお答えがありましたが、私の知人の県の職員に聞くと、こういう施設に対
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しては、県の方から相応の補助が、助成があるということも聞いております。そう

いうことも勘案して、私は今の状態というのをできるだけ早く払拭する、懸念を払

拭する、そういう態度が大切だろうと思います。何度も言いますが、何年間も今の

状態で放置されてきたことで受けたデメリット、そういうものを感じている市民も

大変に多いはずです。これらのことは遠くない時期に解決しなければならない問題

であります。今から検討委員会などを立ち上げて、解決に向けて進んで行くことを

切に要望して私の一般質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

                                      

◇山田重喜君 

○議長（丸谷浩二君） 続きまして、通告順に従い、４番、山田重喜君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ４番、山田重喜君。 

○４番（山田重喜君） 通告順に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 石塚橋の架け替えについて、２点目は肺炎球菌ワクチンの公費助成についてでご

ざいます。 

 まず、１点目の石塚橋の架け替えついてお伺いをいたします。 

 石塚橋については、２級市道瓜生・石塚線でありまして、一級河川竹田川に架橋

してありますあわら市内竹田川最上流に位置する橋梁であります。 

 ご案内のとおり石塚橋は昭和４３年に架設された橋長８４.４５ｍ、車道幅員３.

５ｍ、設計荷重１４トンＨ桁（合成）鋼橋、下部工に至ってはパイルベントであり

まして、上流約１５０ｍ地点にありました木橋との災害関連合併工事で施工された

橋梁でございます。 

 改築後、老朽化が著しく、さらに耐震性についてもピアがパイルベントであり、

加えて普通自動車同士のすれ違いができない現状であります。 

 地元、坪江、剱岳、伊井地区は無論のこと、中部工業団地等に勤務する人たちか

らも早急に架け替えの要望があるわけでございます。また、４月１日からの金津中

学校スクールバス東山ルートの路線であり、すれ違いができないことでも非常に不

便を被っている現状であります。 

 地元の市政懇談会においても、石塚橋の架け替えについての市当局の説明は、「市

の建設計画の長期構想に入っているが、財政的に厳しい」との説明でありまして、

全く先の見えない説明であります。 

 本年度において小中学校の耐震工事が終了し、この橋梁等に対する次年度から調

査計画に入ってもいいのではないでしょうか。 

 加えまして、あわら市が造成いたしました古屋石塚テクノパークの工業団地造成

工事を行ってきましたが、いまだにＢ、Ｃ区画が未売却であります。聞くところに

よると、やはりアクセスが悪いとの話ではありませんか。近い将来国道８号バイパ
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スが築造されるのを見込んで、当然にしてその構想計画を立案し、実施計画を策定

するのは、市の責任ではないでしょうか。 

 以上のような実情を踏まえ、市長はどのような考えを持っておられるかお尋ねを

いたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 山田議員のご質問にお答えいたします。 

 石塚橋は、一般国道８号の瓜生地係と県道長畑金津線の古屋石塚地係を連絡する

２級市道瓜生・石塚線が竹田川を横断する道路橋であります。 

 当該路線には、平成２０年に完成した古屋石塚テクノパークが隣接しており、将

来的には国道８号福井バイパスを直結する道路ネットワークの中でも重要な位置づ

けの橋梁であると認識いたしております。 

 議員ご指摘のとおり、現況の橋梁幅は、路肩を含め約４.５ｍしかなく、乗用車で

もすれ違いが難しい状況であります。 

 また、供用開始後４２年が経過し、平成１７年に実施した橋梁健全度調査におい

ては、橋梁本体に腐食や劣化が見られることが報告されております。 

 今後の計画といたしましては、橋長１５ｍ以上の橋梁補修の優先順位を判断する

橋梁長寿命化修繕計画の策定を平成２３年度に予定しております。 

 この計画の中で、将来の自動車交通量や、市財政計画等を総合的に判断し、石塚

橋架替え時期を決定することにより、安全で安心な道路交通の確保を図って参りた

いと考えております。 

 なお、古屋石塚テクノパークのＢ区画について、アクセスの悪さから売却が進ん

でいないとのご指摘でありますが、これは客観的に見て一つの要因であろうと思わ

れます。 

 しかしながら、リーマンショックによる世界的な金融危機に端を発した景気の低

迷がいまだ回復するに至っていないことから、市の積極的な働きかけにもかかわら

ず、企業も進出に踏み切れないというのが実情であろうと思っております。 

 いずれにいたしましても、市民の皆様の利便性の向上を図ることはもとより、企

業誘致を進める上でも石塚橋の架替えは必要な事業であることは言うまでもありま

せん。 

 これらのことも踏まえながら、石塚橋の架替えについて、適切に対応して参りた

いと考えておりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ４番、山田重喜君。 

○４番（山田重喜君） ただいまの市長のご答弁で一応の理解はできるんですけど、そ

こで、土木部長にお尋ねをいたします。 

 竹田川にかかっている市道橋は、最上流の石塚橋、御迎橋、上新橋、下新橋、上

重橋、宮前橋、水屋橋と七つあるわけなんですね。そして、パイルベントというの



 34 

は石塚橋、上新橋、下新橋でございます。特に、上新橋、下新橋については、いわ

ゆるパイルベントの各部の補強はしてございますが、石塚橋は全くしてございませ

ん。これは非常に極めて危険な状態であるかと思います。 

 そこで、お尋ねをいたしますが、あわら市にどれだけの橋があって、先ほども健

全化調査と申しましたけれども、実際に耐震の調査はやっているのかどうかをお尋

ねいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 土木部長、木下勇二君。 

○土木部長（木下勇二君） ただいまの山田議員の再度の質問にお答えします。 

 竹田川にかかる市道、県道の橋の件でございます。 

 議員ご指摘のとおり、市道については７橋ございます。また、県道については６

橋ございます。市道の方には歩道橋を除いて議員ご指摘のとおり７橋でございます。 

 橋梁健全度調査結果では、それぞれの程度の差はありますが、全橋梁とも補修が

必要及び詳細調査が必要な橋梁という結果とあいなっております。橋梁の基礎の形

式では、パイルベント基礎が３橋ございます。今ほど議員申しましたように上新橋、

下新橋、それと石塚橋でございます。一部パイルベントの工事等、重複充てんをし

ながら補強されておりますが、石塚橋については近年採用が禁止されておりますパ

イルベントの橋脚方式であります。耐震的にも非常に弱点のある橋梁であるという

ことを認識しております。 

 また、橋梁幅員にしましても、他の橋梁は６ｍ以上、２車線分の幅員が確保され

ておりますが、同石塚橋については４.５ｍと一番狭くまた耐震に弱いパイルベン

トという橋梁であります。従って、この橋については先ほど市長が申し上げました

ように架替えが必要な橋梁として認識しております。 

 また、この調査によりましては耐震の詳しい調査はやっておりません。今年度か

ら入って参りますので、その辺ご理解の方賜りますようお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ４番、山田重喜君。 

○４番（山田重喜君） ただいまの答弁で、やはり一番危険度の高い橋梁だと思います

ので、先ほど市長の答弁にもございましたように、１５ｍ以上の橋梁について新年

度の長寿命化調査をやっていくということでございますので、これを是非ともやっ

ていただきまして、一日も早く新しい石塚橋が完成できることを強く要望いたしま

して、１点目の質問を終わらせていただきます。 

 続きまして２点目の質問に移らせていただきます。 

 肺炎球菌ワクチン公費助成についてでございます。 

 肺炎は日本人の死因の第４位で、肺炎で亡くなられる方の約９５％が６５歳以上

の方であります。これは厚労省の人口動態統計年報主要統計からきています。肺炎

は、さまざまなウイルスや細菌が原因となって起きますが、３分の１近くを占める

のが肺炎球菌であります。しかも、肺炎球菌ワクチンは肺炎を含め、肺炎球菌が原
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因となる感染症の８割を予防でき、１回の接種で効果が５年間以上長く続くことが

知られています。これらにより肺炎球菌を原因とする肺炎をはじめとするあらゆる

感染症に罹りにくくなったり、罹っても軽く済むように高齢者の方に肺炎球菌ワク

チン接種が勧められています。 

 今、あわら市の現状を見ますと、推計ではございますけれど、６５歳以上の人口

が約７,９５５人、うち１５６人肺炎で入院、仮定でございますけれども、平均入院

日数１７.５日とするとしたら、肺炎入院１人当たりの医療費が５３万９,０３０円、

社団法人全日本病院協会の資料でございますが、必要とあらば、医療費として実に

５３万９,０３０円掛ける１５６人、８,４０８万８,６８０円、１年に費やされてし

まう現状でございます。 

 現在、あわら市の６５歳以上の５０％が球菌ワクチンを接種すると３,９７８人で

ありまして、接種費用１人当たり８,０００円のうち、仮に市が４分の１、２,００

０円を助成すると仮定しますと、２,０００円掛ける３,９７８人、総費用７９５万

６,０００円で、接種した３,９７８人のうち１５人肺炎を予防できれば、あわら市

の肺炎による入院医療費の推計８,４０８万８,６８０円以内のコストでおさまると

いうわけでございます。また、財政改善も見込める事業でございます。 

 加えまして、肺炎球菌ワクチンの効果といたしまして、肺炎による入院リスクを

２７％減少、インフルエンザワクチンとの併用で入院リスクを６３％、死亡リスク

を８１％それぞれ軽減、さらには５年以上効果が持続するため、接種者へのアンケ

ート調査の結果から、「安心して外出できるようになった」、「風邪をひかなくなっ

た」などの生活の質が向上したとの回答が得られております。 

 平成２２年２月現在、全国で２０１市区町村の自治体が公費助成を行っていると

ころであり、福井県内では越前町が実施しており、永平寺町も公費助成を行うよう

に聞き及んでいるところでありますが、あわら市として肺炎球菌ワクチン公費助成

について市長の考え方をお尋ねいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、肺炎は我が国における死因の第４位となっており、近年増

加傾向にあります。あわら市におきましても平成２０年度では男性が第４位、女性

が第３位となっております。 

 また、医療費の面では、平成１９年５月診療分の統計によると、肺炎による入院

件数は１０件で、１人当たりの医療費は３８万２,５１７円、平均入院日数は１８.

４日となっております。肺炎は、肺炎球菌などさまざまなウイルスや細菌が原因で

起こる感染症でありますが、詳細の原因につきましては把握できないのが現状であ

ります。 

 ところで、我が国における肺炎球菌ワクチンの接種状況でありますが、脾臓摘出

者の肺炎球菌感染症予防以外には健康保険の適用がないことから、接種者はそれほ
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ど多くない状況にあります。 

 しかしながら、議員ご指摘のとおり、このワクチンには肺炎予防効果とともに、

肺炎になっても軽症で済むとか、抗生物質が効きやすいなどの効果に加え、肺炎球

菌によって引き起こされるいろいろな感染症の予防にも効果があると言われてお

ります。このことから、国においては厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会で

肺炎球菌ワクチンを公費助成対象予防接種にするかどうかの議論を進めていると

ころであります。 

 市といたしましても、本市の高齢者に係る医療費が県内において最も高い状況に

あり、医療費の抑制が課題となっていることから、今後この肺炎球菌ワクチンの予

防接種が有効であるかどうかを含め、研究して参りたいと考えておりますので、ご

理解を賜りますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ４番、山田重喜君。 

○４番（山田重喜君） ただいまの市長の答弁でございますけども、一応理解はできる

わけでございますけれども、これは保険がきかないわけなんです。それで、やはり

特別会計の最大規模でございます国保会計、あるいは後期高齢者医療制度等におき

まして、非常に財政的にも、いわゆる国保会計についてはもう基金がほとんどない

状態ということをお聞きしているわけでございますけれども、やはり、これについ

ては８,０００円のうち４分の１、２,０００円でございますので、また、少子高齢

化対策のいわゆる高齢者対策の一環として、これは希望者だけでも結構でございま

すので、新年度予算に是非とも計上していただくよう強く要望して私の質問を終わ

りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（丸谷浩二君） 暫時休憩します。再開は１０時４０分。 

（午前 10時 27 分） 

                                       

○議長（丸谷浩二君） 引き続き会議を開きます。 

（午前 10時 41 分） 

◇八木秀雄君 

○議長（丸谷浩二君） 続きまして、通告順に従い、６番、八木秀雄君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） それでは、６番、八木、引き続き質問をさせていただきます。 

 まず、質問事項として三つ取り上げます。１番目はあわら温泉のその課題とその

対策について、２番目に芦原児童公園について、３番目に伝統芸能継承者の育成事

業について、一つずつ質問をさせていただきます。 

 それでは、１番目に芦原温泉のその課題とその対策について。過去は４０軒余り

の宿が整然と立ち並ぶ温泉街芦原温泉。開湯から１２０年余り、「関西の奥座敷」と



 37 

して中京、京阪神のお客様に親しまれて年間１００万人を超える浴客が訪れる北陸

有数の福井県屈指の温泉地でありました。各旅館、民宿ごとに趣向を凝らした庭園、

日本海の新鮮な海の幸、人情きめ細かなサービスでお客様の旅の疲れを癒しており

ました。しかし、ここ１０年間は全国的に浴客数が年々減少し、平成２１年は芦原

温泉も８０万人を割るのではないかとお聞きしております。特に、旅館、民宿合わ

せて現在は２２軒に減少していると聞いております。 

 それでは、質問事項に入らせていただきます。 

 まず、芦原温泉の最近の宿泊人数、客層、平均宿泊料金についてお聞きしたい。 

 ２番目に宿泊数を増やすためにあわら市はどのような対策を行っているかもお聞

きしたいと思います。 

 ３番目に、あわら観光ガイドで「楽しむ、食べる、泊まる」が相互に機能してい

るか、またどのように連携しているか、具体的に答弁をお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 副市長、北島善雄君。 

○副市長（北島善雄君） ただいまの八木議員のご質問にお答えをいたします。 

 芦原温泉の宿泊客数の状況でございますが、バブル崩壊直後の平成３年がピーク

でございまして、１３６万人訪れておりました。その後は減少傾向が続きまして、

平成２１年度では８２万人となっております。客層は団体客中心から個人グループ

へと変化してきております。宿泊料金につきましては、旅館によって差はございま

すけれども、景気低迷や価格競争によって、１人当たりの単価が下がってきている

と聞いております。 

 こうしたことから、以前の通過型、団体型、宴会型温泉地からの脱却を図り、時

代のニーズである個人グループが目的とする体験、交流、学習型温泉地へと変化す

ることが求められていると考えております。 

 あわら市自慢の温泉、自然、歴史、伝統芸能、食材などの地域資源に光を当てた

郷土色豊かな着地型の旅のプログラムをつくり、滞在型観光を勧めることが市の魅

力アップにつながるものと考えております。 

 市といたしましては、旅行ニーズの変化に的確に対応できる人材と、組織の確保

のため、あわら市観光協会に対し、事務所の設置、専門スタッフの雇用、第３種旅

行業の登録などについて支援をいたしているところでございます。 

 最後の「楽しむ、食べる、泊まる」の相互連携につきましては、議員ご指摘のと

おり、旅館と農家、旅館と商店を見ましても、価格競争への対応から食材や土産品

などの仕入れが市外の大規模業者へ流れていることも事実であります。しかしなが

ら、食事や土産品につきましては、地元産の農産物を使用した安全で安心なメニュ

ーや商品が求められております。このことから、これまで以上にきららの丘を活用

した地産地消の一層の推進や、地元商店や農家、企業との連携による土産品の開発

のほか、農業体験や産業観光などの新しい旅行プログラムの開発などにより、観光

本来の目的である交流人口の拡大による地域全体の活性化に向け、新生観光協会と
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連携し、取り組んで参りたいと考えております。 

 以上のようなことでございますので、ひとつよろしくお願いをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） 今、副市長の方から私の質問に答えを出していただきました。

私も温泉街に住む一人として、本当に今、年々とお客様が減っていると、旅館に泊

まられる方が非常に減少しているということでお聞きしております。本当に今、旅

館の数も数字で表したように、今旅館の組合に登録している旅館数は１６軒と、そ

れ以外に７軒ぐらいの民宿も含めてあるということなんですけど、やはり、毎日我々

は通りますけど、今日の旅館の部屋の明かりを見ますと、本当に大変だなというこ

とを感じられます。一部の旅館ではお客様のニーズに答えるために各客室に露天風

呂を設けましたり、それから、いろんなもてなしの心の教育をしたり、あるところ

では中国語の学習をしたりと、いろんなことをやっています。しかし、現実は本当

に今年の新年会、今年の連休、旅館の方にお聞きしますと、今までにないお客さん

が来るのが少なくなったと、本当に危機感を感じております。どのようにして旅館

を経営していかなければならないかと、本当に頭を悩ませているのが各旅館の社長

さんとおかみさんたちの悩みだと思います。 

 私もこの質問で、どうしてこのような質問をさせていただくかと思いますと、や

はり、この芦原温泉の周辺部には、今副市長さんがお答えしましたように、いろん

な観光施設とか、それから特産物を直売できるきららとか、それから近くには三国

競艇、そして東尋坊とか、永平寺とか、それから梨狩りとか、芋狩りができる北部

丘陵地、それから、少し離れてみますと、吉崎に蓮如上人が普及した場所、そうい

うのがたくさんあるんだけど、どうしてそこを上手くなかなか利用できないかと思

われます。ここに私の質問の中に、やはり連携というものが私は大変必要ではない

かと思います。個々個々にやはりいろんな一生懸命やっている。旅館では、お客様

をもてなすために改修工事をして何とかお客様に来ていただきたい。それから周辺

の方は、先ほど言いましたように特徴を出して、来たお客様が少しでも滞在してい

ただいて、お土産一つでも買っていただくように、そういうことを準備をしている

んだけど、なかなかそれが上手く連携しないと、ここに何か問題があると思うんで

すけど、市長、その辺、私は連携が上手く取れていないんではないかと、そういう

ように思いますけど、市長のお考えを是非お聞きしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 先ほどの副市長の答弁にもありましたけども、従来は団体、宴

会型の旅行が主でありましたけども、最近は団体様よりは個人あるいは小グループ

というふうに変化をしてきております。今、議員がご指摘になったようないろいろ

な観光素材というのは、実は昔からあったわけであります。今、たまたまといいま

すか、旅行の趣向が変わってきましたので、まさしくこれからそういう観光資源を
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有効に活用していくといいますか、いかなければいけない時期に入ってきたなとい

うようには思っております。そのためにも、今、観光協会が新しく生まれ変わりま

して、第３種旅行業の登録もしたわけです。これから身近な地域におけるそれぞれ

の観光素材を商品化していくことができるようになったわけです。まさに、観光協

会にこれからそういうものを取り入れたメニューを作っていただいて、芦原温泉に

訪れた方々にそれを体験していただくというようなことがこれから始められるので

はないかなというように思っております。 

 また、そういうことにつきまして、それぞれの旅館を中心とした関係者の方々に

も、これからはそういうふうな方向に進むんだということを自覚をしていただいて、

是非また協力もしていただきたいというふうに思っているところであります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） 私も、居ても立ってもいれないと、何とかしたいと、議員であ

る以上はやはり、何とかそれに協力しなければならないということで、ここ一週間

前に、私は山中温泉と、山代温泉に、例えば、山中温泉は、山中温泉中心商店街活

性化協議会の会長さんで櫻井比呂之さんという方にお会いしまして、本当に山中温

泉はたくさんのお客様が来ていただくと、どのように今まで準備をして、どのよう

にして実行をしたんですかというお話を聞いてきました。 

 もう一点は、前も我々議員で行きましたけど、山代温泉のやはりまちづくりの中

心人物であります方で高間時計店の社長さんのところへ行きまして、どのように山

代温泉をまちづくりをしているのかということをお聞きしました。その中で、私、

非常にすごいなと思いましたのは、例えば、山中温泉の櫻井会長さんとちょっとお

話をしていたときに、例えば、芦原温泉は本当に旅館に入りますと、なかなか旅館

の外に出てお土産を買うとか、下駄を履いて、浴衣を着て探索をするというのが、

皆さんもご存知と思いますけど、余り見かけられません。何か旅館が閉じ込めてし

まうようなそういうような言い方をしている人もいますけど、それで、山中温泉は

どうですかという話を聞きましたら、山中温泉の場合は、極端に言えば１２時から

５時までは旅館に来たお客様を外でお迎えしますと。そこで何とか、お客様に満足

できるようなそういう町並みとか、お土産品とか、地元の商品なんかを一生懸命売

らせていただきますと。そして、もう６時以降は旅館にすべてお任せしますと。旅

館で例えば、いろんな２次会をしたり、３次会をするのはすべて旅館にお任せしま

すと。うちの勝負は午後だと、ここに一つのまちの中の商店街を繁栄するためにそ

こにポイントを置いて事業してきましたということで、例えば、１店舗２業種の商

品を取り扱うと、例えば、Ａというお店屋さんが漬物屋さんでしたら、漬物屋さん

はそれを専門にお売りしてたんですけど、それ以外に例えば、山中漆器をちょっと

陳列するとかいう具合に、例えば、３０軒余りあります商店街は必ず１店舗に２業

種の商品を扱うということで、何しろお客様をその午後の間に来ていただいてもて

なしをすると、あとは旅館に任せますという具合に、そういうことを言われまして、
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これも一つの参考になるのではないかと、このように思いました。 

 また、山代温泉には総湯というのがありまして、お聞きしましたら、一日大体１,

７００人から１,８００人お入りになるんですと。そうしますと、６カ月間定期と

言いまして、地元の方が６カ月間で７,０００円、それから地元以外の方、例えば、

あわら市の方、小松の方、県外の方でも８,０００円を出せば、総湯に何回入って

も６カ月間は入ってもいいと。それを今１８０日で割りますと、数十円の金額でお

風呂に入ると。それを確認して、そして、そこでお客様が遠いところだけど、そこ

に来れば、何というんですか、安い料金でお風呂に入れて、あとはうどんでも食べ

て帰るとか、温泉玉子を買ってこうとか、何かそこに陳列してある洋服でも１枚で

も買っていこうと、そういう具合に、やはり覚悟を持ってやっていくというような

ことを聞きました。この芦原温泉もやはり何とか、例えば、山中温泉は５６万人ぐ

らい、山代温泉ではうちぐらいの８０万人ぐらいお客様が来ているということで努

力をしているわけです。 

 もう一つは、この櫻井さんも、それから高間さんにもお聞きしたんですけど、こ

の前加賀市長の大幸甚さんという市長さんが、本当に我々の悩んでいる話、そうい

うものを直接何回も何回も行って、何とか市長頼みますと言ったところ、やはり市

長も、加賀市は温泉でもってるんだから、温泉には力を入れないとということで、

我々もこういうことをやらせてもらいますと。市長も是非いろんな補助事業とか、

国の事業とかそういうものを取って来ていただいて、是非まちの活性化を、それと

先ほど私が質問しましたやはり温泉というのはお客様が来ていただいて何ぼのこ

とですから、そういうことでいろいろと協議をしてここまで至ったということで、

やはりトップである大幸市長さんが本当にこの加賀温泉もここが一番の崖っぷち

だとういうことで、一生懸命努力してくれたということをお聞きしています。 

 市長、やはり、このあわら市は芦原温泉というのは一つしかございません。是非、

もう一度市長のその芦原温泉を何とか再生して活力ある温泉にするのに、ひとつお

言葉を是非お願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 今、議員の芦原温泉への憂慮の念というのは大変によく伝わり

ました。私も同じような印象を持っております。 

 芦原温泉はあしはらと言うぐらいですから、山中温泉のように渓谷美があるわけ

でもございません。そういう中で栄えてきたわけですけども、経済成長時代の波に

乗って、一つの旅館が大型化をしてきたと、その結果自己完結型といいますか、逆

の言い方をしますと、お客様を余り外に出さないというような状況になってきたの

だろうと思います。 

 これは、それはそれで旅館の努力として全く否定するわけにはいきませんけれど

も、その結果として、浴客がそぞろ歩きをするというような状況がだんだん少なく

なってきた、またそれに伴って周辺の商店街の賑いも昔ほどではなくなてきたとい
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うのが一つの流れとしてあるのかなというように思います。 

 先ほども申し上げましたけども、少し旅行の趣向も変わって参りましたので、こ

れを逆にチャンスと捕らえて、どう対応していくかということが今、求められてい

るのかなというように感じております。 

 そのための施策、市として全くやっていないわけではありませんで、先ほど申し

上げましたけれども、まず観光協会を新たな組織にして、独自に頑張っていただく

ような条件が整うことができました。それから、今、まさに議会ともいろいろとご

協議をいただいておりますけども、えち鉄の前の多目的広場の利活用についてもそ

の一環であります。 

 また、これはふるさと雇用制度にのっかって、ＪＲ芦原温泉駅でのスマイルポー

ター制度も導入いたしましたが、これも観光面に対しての貢献度もある程度見込め

るのではないかというように思っております。 

 また、全国に芸妓さんを公募するというような事業も今始めております。それら

もろもろのことを今からやり始めたときに、芸妓組合の事務所が焼けたということ

で大変ショックを受けているわけですけども、それらの事業を進めていることは事

実でありますし、これらがこれから有機的につながって成果を上げていくように努

力をしていかなきゃならんというように思っております。 

 その時にやはり大事なのは、行政の力もさることながら、やはり先ほどご紹介の

あったような、いわゆるカリスマと呼んでいいんでしょうか、そういう市民の力と

いうものをやはり活用させていただく、そういう力にもお願いをして行くこともこ

れから大事ではないかなというように思っております。 

 また、そういう萌芽がこの今あわら市内に現れつつあるなというふうに私は認識

しておりまして、そういう市民の方々のお力というものもこれから是非おかしをい

ただきたい、お借りしていきたいというふうに思っております。 

 あと、今、加賀市の例を出されました。大幸前市長、私も大変懇意にさせていた

だいておりまして、よく存じておりますが、旅館、温泉地の活性化に向けて大変大

きな投資をされまして、その意気込みといいますか、大変私も敬服いたしておりま

す。市といたしましても、これからも必要なことであれば、なるべく国の制度にの

っかりながら、必要な施設の整備も進めていかなければならないというように思っ

ておりますが、ただ、加賀市もなかなか財政的に厳しい状況に立ち入ったというよ

うでありまして、その辺も十分見極めながら、施設の整備については慎重に取り組

んでいかなければないというふうに思っているところであります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） 続きまして、芦原児童公園について、ご質問をさせていただき

ます。 

 芦原児童公園内にあるテニスコートは全く使用されておりません。クラブハウス、

管理棟も併設し、時々いたずらでガラスが割られたり、侵入して、近所の住民の方
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は火災が起きたら大変不安だと思っています。 

 それでは、質問に入らせていただきます。この芦原児童公園は今後どのように利

活をするか、ご答弁をお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 土木部長、木下勇二君。 

○土木部長（木下勇二君） ただいまの八木議員のご質問にお答えします。 

 芦原児童公園は昭和４７年に都市計画決定がなされ、現在、あわら市公園条例の

中で都市公園として位置づけられております。旧の芦原町時代の昭和５９年、折か

らのテニスブームに乗り、町営テニスコートととして整備されたものでございます。

しかしながら、その後、近隣によりすばらしい施設が整備されたほか、コートの仕

様が時代に合わなくなったなどのことから、利用者が徐々に減少し、現在に至って

いるわけでございます。 

 都市公園法施行令第８条第１項では、都市公園における運動施設の敷地面積は当

該都市公園の敷地面積の５０％を超えてはならないと、こういうことになっており

ます。このことから、公園台帳上では、南側については運動公園等施設としてのテ

ニスコートとし、また北側については多目的施設として管理しているところであり

ます。 

 この施設の今後の利活用につきましては、公園として都市計画決定がなされてい

ることとあわせ、県の指導もありますことから、公園以外の施設の転用は非常に困

難であると考えております。 

 また、公園としての再整備を行うには多額の費用が見込まれる上、現在公園整備

のみを目的とした国庫補助整備事業の採択は難しい状況下でございます。いずれに

いたしましても、今後の利活用につきましては、整備内容や財源などについて検討

して参りたいと考えておりますので、ご理解のほど賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） 今、木下部長の方から、この児童公園は、今、都市公園法とい

うことで、他に利活用するのが非常に今のところは困難だということで、市側とし

てはこれからどのような、例えば、壊してしまうとか何とかというような、そうい

うようなことで模索していると思いますけど、やはり市民側としては何とかほった

らかすよりも、今の公園法に児童公園として、何とかいいものが、お金はかかるか

知りませんけど、例えば、私が思うのは、あわら湯のまちという駅がございました

よね。例えば、福井方面から、それからいろんなバスとかそいうアクセスも非常に

いいところですね。例えば、一般人じゃなくて、中学生とか高校生たちがあそこの

えちぜん鉄道とかバスを利用してあそこの公園を何とか上手く利活用してできない

かということは非常に思っていると思います。 

 そういうことで、もう一度質問したいんですけど、何かいい方法がないかという
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ことで、もう一度ちょっとお答えしていただきたいとこのように思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 土木部長、木下勇二君。 

○土木部長（木下勇二君） 再度の八木議員さんのご質問にお答えします。 

 今ほど議員が申されましたように、あの土地につきましては、芦原温泉街市街地

にあるまとまった土地でありますことから、有効に活用することが極めて重要だと

認識しております。しかしながら、公園として先ほど申し上げましたように都市計

画決定がされていることから、一定の制限が加わる状況になっております。 

 現在の芦原児童公園の実態は、テニスコートとなっている区域を高いフェンスで

囲っており、附属施設として老朽化した管理棟、駐車場となっております。周囲の

フェンスは、単に不動産として管理するだけであれば、防犯上も有効な施設であり

ますが、不特定多数の市民の方々が利用する公園となりますと、撤去すべき施設と

考えております。また、管理棟も児童公園に必要な施設ではなく、こちらの方も現

状を見ますと早急に撤去すべき施設であると認識しております。このため、不特定

多数の市民の方々が利用する公園とするためには、基礎的な部分だけでも相当な事

業費が見込まれることから、手つかずのまま現在に至っている状況であります。 

 従いまして、残念ではございますが、当面の利用としましては、現状のとおり、

公民館や小学校などの行事の際の駐車場として利用するなど、限定的な使用に留め、

通常の維持管理については、近隣の市民の皆様方にご迷惑がかからないような維持

管理に努めたいと存じます。 

 また、簡易な方法で施設の利用形態を変えることができるのであれば、実施した

いと考えております。本格的な整備につきましては、例えば、湯のまち多目的広場

のように新たな補助事業を活用して整備するのが良いのではないかとは考えており

ます。今後とも、補助事業メニューがないか検討して参りたいと考えております。 

 以上でございます。よろしくご理解のほど賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） 今、最後に部長の方からより良い事業がないかというような答

弁でなかったかと記憶しています。私はちょうどサッカーが大好きな人間で、あれ

がフットサルコートになれば、非常に先ほど言いましたように、旅館に泊まってい

ただいて、フットサルをできるとか、それから福井市内とか坂井市からえちぜん鉄

道を利用して、そこで地元のチーム、一般の方とか、小学生とか中学生とか、個人

的にはフットサルコートにしてもいいのではないかと、このように思います。是非、

市民の声を聞いて、何とか早く児童公園をいろんな方法で再生できるように是非お

願いをしまして、２番目の質問を終わらせていただきます。 

 続きまして３番目の質問でございます。 

 伝統芸能の継承者の育成事業について、「芸妓さん募集」ということで、こういう
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チラシ、これが我々にも目に届きました。日本伝統の「芸という技能を身につけ、

平成２２年に自立した女性を目指しませんかという事業」でございます。お聞きし

ますと、事業費は１,８４３万７,０００円ということで、平成２２年、２３年同額

の雇用再生特別基金１００％で事業が行われるということで、これは本当にありが

たい事業だと思います。この芦原芸妓は明治１６年に開湯で１２２年の歴史を誇る

福井県唯一の温泉地芦原温泉の繁栄と歴史をともに歩んできました。伝統芸能の担

い手であり、もてなしの貴重な人的資源となっております。戦後最大で２５０名を

超える時期がありましたが、現在では１５名とお聞きしております。芦原芸妓の存

在が危惧されております。このように伝統芸能を後世に継承するためには、伝統芸

能者育成事業は市民の皆様がご理解できる事業だと思います。 

 それでは、質問に入ります。６月の市長の定例会行政報告の中で、募集人員が５

名中現在１名の採用が決定し、６月中旬から芸妓を目指して稽古を開始するという

報告がされております。しかし、５月２６日に早朝、稽古場であり、練習場である

ところが全焼し、三味線とか着物等が全部焼失してしまいました。募集に当たり、

今までよりも条件等が不備になり、あと４名の育成生が入るか、非常に心配をして

おります。市長の答弁をお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えをいたします。 

 芦原温泉芸妓協同組合に委託しております伝統芸能者育成事業につきましては、

行政報告でも申し上げましたとおり、現在１名の採用が決定し、７月から芸妓を目

指し稽古を開始する予定になっております。 

 しかしながら、５月２６日の火災により芸妓組合の稽古場や事務所などの建物は

もとより、太鼓や三味線などの楽器や着物などの備品がすべて焼失してしまいまし

た。 

 議員がご心配されるとおり、稽古に支障が出ることも予想されますが、幸いにも

伝統芸能の担い手である芸妓にはけがもなく、検番の復興や芸妓育成への情熱は大

きいものがあります。私といたしましては、伝統芸能は継承してこそ宝になると考

えておりますので、芸妓組合と連携し、適切な事業の執行に取り組んで参りたいと

考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） 私もその検番と稽古場が全焼したということで、その翌日から

何とか場所を決めてということで、ちょうど田中温泉の信用金庫の裏側に検番がで

きました。中を見ましたら、８畳と６畳を一つにひっつけまして、そこで稽古をし

ているというような状態で、本当にここで若い方たちが本当に練習できるんかとい

うことでちょっと疑問に思いまして、北野理事長さんにちょっとお話を聞かせてい

ただきました。そうしましたら、やはり火事で燃えてしまったことは非常に残念だ
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と、私たちも何とか再生をしたいということで、それならどこにこの場所を設けた

らいいかねというような話を聞きましたら、やはり、八木さん、三味線の音とか太

鼓の音が聞こえるような、そして、旅館のお客様とか一般市民の方がちょっとのぞ

かれるような、そういうところに建てると、稽古場でもいいから建てていただくと

いいですねと、そういうような話を聞きました。やはり、この育成事業で５名の方

が入るということですので、やはり彼女たちにも夢を与えるために、是非、市側と

しては、今市長が言ったように連携をしてやりたいということで、この稽古場を何

とか市長自身、稽古場にはどういうところが一番いいかということを是非お聞きし

たいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 全焼してしまって、大変残念なことになっているわけですけれ

ども、まず一番大事なことは、芸妓組合自身が再興に向けての意欲、あるいは計画

性を持つということがまず一番大事なことだろうというように思います。そういう

ことの上に立って、今後どのような施設の再興も含めて思いを持っているのかとい

うことを是非ゆっくりお聞かせをいただきたいというように思っております。 

 基本的には、これは組合の問題でありますので、組合の責任において仕事は進め

ていただかなければなりません。その中でどんなご支援ができるのか、それはまた

ゆっくりと検討させていただきたいというふうに思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） 私は稽古場をどこかいいところがないかというようなことを市

長にお聞きしたんですけど、山代温泉は総湯の前に舞台がありまして、そこで練習

をしていると、検番は検番として事務所で置いておくということで、これもやはり

恐らく市が建てていただいたんではないかと思います。個人的にはやはり人目のつ

くようなところ、芸妓さんの練習の場所、そして、それを皆さんの観光客とか市民

の方が見られるということで、私は是非目に着くようなところにご相談をして、や

はりそれも芦原温泉の一つの売りではないかと思われますので、是非早急にやはり

ご相談をしていただいて、稽古場を是非協力しながら、できましたら国の事業とか

そういうもので建てていただければ、私はいいんではないかと、このように思いま

す。 

 質問を終わらせていただきます。 

                                       

◇山川知一郎君 

○議長（丸谷浩二君） 続きまして、通告順に従い、８番、山川知一郎君の一般質問を

許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ８番、山川知一郎君。 
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○８番（山川知一郎君） ８番、日本共産党の山川知一郎でございます。 

 ３点にわたって質問をさせていただきます。 

 第１は、学校給食の問題をどうするかということが今大きな市政の課題になって

いると思いますが、この問題について質問いたします。 

 私は、この議論の過程、いろいろ参考資料等を見まして、食育基本法というもの

があるということが初めて分かりました。ちょっと遅かったなと思いますが、食育

基本法は平成１７年６月に成立をしております。読んでみますと大変すばらしい法

律だなというふうに思いました。前文には、「子供たちが豊かな人間性を育み、生き

る力を身につけていくためには何よりも食が重要、食育は生きる上での基本であっ

て、知育、徳育、及び体育の基礎である。子供たちに対する食育は心身の成長、及

び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い、豊か

な人間性を育んでいく基礎となるものである。一方、社会経済情勢が目まぐるしく

変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は食の大切さを忘れ、食生活においては

栄養の偏り、不足な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向などに加え、

食の安全や海外依存などの問題が生じており、豊かな緑と水に恵まれた自然のもと

で先人から育まれてきた地域の多様性と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の食

が失われる危機にある。こうした食をめぐる環境の変化の中で、国民の食に関する

考え方を育て、健全な食生活を実現することが求められるとともに、都市と農村、

漁村の共生交流を進め、食に関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域

社会の活性化、豊かな食文化の継承、発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消

費の推進、並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されている。国民一人一

人が食について改めて意識を高め、自然の恩恵や食にかかわる人々のさまざまな活

動への感謝の念や理解を深めつつ、食に関して信頼できる情報に基づく適切な判断

を行う能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践

するために、今こそ家庭、学校、保育所、地域等を中心に、国民運動として食育の

推進に取り組んでいくことが、我々に課せられている課題である。」というふうに述

べております。 

 そして、第５条では、「子供の教育保育等を行うものにあっては積極的に子供の食

育の推進に関する活動に取り組まなければならない。」 

 第６条では、「家庭、学校、保育所、地域、その他のあらゆる機会とあらゆる場所

を利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関するさまざまな体験活動を

行い、食に関する理解を深めなければならない。」 

 第１０条では、「地方公共団体は基本理念に則り、食育の推進に関し、国との連携

を図りつつ、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、実

施する責務を有する。」と述べています。 

 第１７、１８条では、「都道府県及び市町村が食育推進計画を作成しなければなら

ない。」と規定し、第２０条では、「地方公共団体は、学校、保育所等、または地域

の特性を生かした学校給食等の実施、教育の一環として行われる農場等における実
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習、食品の調理、食品廃棄物の再生利用等、さまざまな体験活動を通じた子供の食

に関する理解の促進、過度の痩身または肥満の心身に及ぼす影響等についての知識

の啓発、その他必要な施策を講ずるものとする。」としています。 

 私は、これを読みまして、食育の重要性について、改めて根本的な転換を迫るも

のだというふうに感じました。学校給食もそのあり方について根本的な見直しをし

なければならないと思いますが、ところが、このあわら市では食育推進計画という

のが、いまだ作成されておりません。一昨年行われましたあわら市学校給食検討委

員会の検討過程を見ましても、この法律のことはほとんど論議されていないように

思います。市長、教育長はこの法律をどのように受け止めているのか、また食育推

進計画の作成について、どう考えているのか、まず伺いたいと思います。 

 私は、この法律を真正面から受け止め、第２０条の規定を実践しようとすれば、

学校給食は旧芦原地区を含めて、自校式しかありえず、各学校の調理室整備を拡充

することが求められていると考えますが、この点についても市長、教育長の見解を

伺いたいと思います。 

 学校給食の問題については、この法律を踏まえて、改めてＰＴＡや市民の間で広

く議論をすることが必要であり、そのような機会を作っていただきたいと考えます

が、この点についても見解を伺いたいと思います。 

 以上です。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 山川議員のご質問にお答えいたします。 

 食育基本法は平成１７年７月に施行されたもので、今日の我が国が抱える、生活

習慣病の増加、食品の安全性、食物の海外依存度、失われつつある日本の食文化な

どの問題を解決するため、総合的かつ計画的に推進するという同法の目的を考えま

すと、国の重要施策の一つと考えております。 

 この基本法では、県、市町村に対して、食育推進計画の策定を努力義務として規

定しており、県内では県が平成２１年３月に策定しているほか、福井市をはじめ１

２市町が策定しているところであります。あわら市といたしましても、計画策定に

向けて鋭意協議を進めているところであります。 

 なお、学校給食に関するご質問につきましては、教育長から答弁いたさせますの

で、よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 市長に続いてお答えいたします。 

 基本法の目的は、「国民が健全な心身を培い、豊かな人間性を育む食育を推進する

ため、施策を総合的かつ計画的に推進すること」としているもので、基本的な施策

として、家庭、地域、そして学校、保育所などにおける食育の推進を図るものであ

ります。 
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 しかしながら、子供が年間に食事をする回数から見ますと、家庭における食育が

一番大切であります。栄養の偏り、不規則な食事など、食に関する正しい知識を持

たない人の増加といったさまざまな問題が生じている中で、保護者や子供の食に関

する関心と理解を深め、健全な食習慣の確立を図ることが重要であると考えていま

す。 

 このような中、基本法では、学校給食の分野におきましても、食育の推進に努め

なければならないとされております。本市の学校給食においては、基本法が制定さ

れる前から栄養教諭によって年間指導計画のもと、子供たちに食育の指導を行って

いるほか、積極的に地元食材を給食に取り入れたり、体験学習を通じた野菜栽培、

調理実習などを実施してきております。 

 従いまして、学校給食におきましては、自校方式やセンター方式などの区別なく、

食育の推進は可能であると考えております。なお、学校給食のあり方につきまして

は、３月定例会の一般質問で答弁させていただきましたとおり、センター方式で統

一したいと考えております。議員ご指摘のように、取り組みに当たりましては、保

護者をはじめ、広く市民の皆様の理解を得た上で進めて参りたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

 これからも、望ましい食習慣の形成を図るとともに、食文化への理解を深めるた

め、学校給食を「生きた食材」として活用しながら、魅力ある食育を推進し、子供

の健全な食生活の実現に努めて参りますので、ご理解をお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） ただいま、教育長の答弁は、それなりに食育はやっていると

いうことでございますが、少し実態について伺いたいと思います。 

 私は、先日、１１日に小浜市の学校に視察に行って参りました。小浜市は今年か

ら全小中学校すべて自校式で、しかも、ご飯はそれぞれの学校で炊いて食べさせる

というふうになっている大変すばらしいところであります。私が行きましたのは小

学校でございますが、外れの田舎の方にある学校でございましたが、食材はその校

区の中で大体６割から７割調達をしていると。食材の搬入は毎朝農家が学校へ持っ

てくると。そして、年三、四回は学校に納入している農家が集まって会議を開き、

どういう作物が必要か、どれぐらい必要か、そういうことについて協議をしながら

やっていると。こういう中で、今まで作っていなかったような作物も新たに農家が

作るようになったという点で、地産地消、農業の振興という点でも非常に活性化の

一つの動機になっているということでございました。そして、お昼休みになります

と、校内放送で今日の献立についての説明があり、今日のこの食材、この野菜はど

こどこ集落のどこどこのおばあちゃんが、今朝届けてもらいましたというようなこ

とを、毎日どこの農家が持ってきたかというようなことを紹介しておりました。 

 それから、田植え、いろんな畑での野菜の植え付けとか、そういうような体験活

動、それから、年に１回は納入している農家を招いての給食感謝祭、そういうもの
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をやっている。それに、驚いたのは、学校でみそづくりをいたしまして、年間必要

なみそはそこで全部作っているということでございました。それから、もち米を作

りまして、もちつきもやっていると。こういう結果、全く食べ残しというのはない

ということでありました。私も実際に、給食を食べさせていただきましたが、大変

おいしいものでありました。 

 また、この学校の児童は全員朝御飯はきちんと食べてくるというように言ってお

られました。 

 校長さんに話を伺いますと、こういうことは自校式でなければとてもできないと

いうことでございます。それから、こういうことが小浜市の子供の学力の向上にも

繋がっているというふうに思うと、小浜市の学力は県内でも非常に高いということ

でございました。 

 こういう点を踏まえて、あわら市ではまず、この食材の納入、地元からの食材の

利用というものがどれくらいか、まず伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 教育部長、藤﨑恒美君。 

○教育部長（藤﨑恒美君） ただいまの山川議員の地元食材の利用の状況でございます

けども、ただいま数字をこちらで持っていないものですので、後ほどお答えをさせ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） それでは、それは後で回答いただくといたしまして、先ほど

申しました食育基本法でも農業体験、それから生産から流通に至るいろんな過程を

経験すること、それから、調理実習をすること、そういうことも非常に重要な食育

の内容として述べられています。 

 実際にあわら市でこれらの点について、具体的にどのようにやられているか、そ

れから、給食の食べ残しというのはどれぐらいあるか、この点について回答をお願

いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 教育部長、藤﨑恒美君。 

○教育部長（藤﨑恒美君） ただいま、ご質問のありました学校給食の現状でございま

すけども、まず、センター方式の給食では複数の学校に給食を提供することになり

ますので、子供たちが育てた野菜を供給することは困難であります。 

 また、基本法に規定をいたしております食品の廃棄物の再利用につきましても、

困難でございます。ただ、基本法では、食することのみでなく、自然の恵み、食に

関する人々への感謝の念や、理解を深めることも目的の一つでございます。従いま

して、先ほどの教育長の答弁にもありますように、調理実習や地域の協力を得ての

農業の体験を行っておりますので、更なる食育の推進について充実を図って参りた

いと考えております。 
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 なお、食べ残しの実態につきましては、これも今手持ち資料がございませんので、

もし把握ができるということであるならば、後ほどお答えをさせていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 私は数字では把握しておりませんが、各学校の食べ残しはか

なり多いというふうに聞いております。是非この実態も調査を掴んでご報告をいた

だきたいというふうに思います。 

 福井県は、食育推進計画を作成しておりまして、平成１９年から毎年、食育実践

活動の発表会というのをやっております。今年も１月末にＡＯＳＳＡで行われたと

いうことでございますが、四つの小中学校の実践活動が報告されたということでご

ざいますが、ここで発表された学校はすべて自校式ということでございます。 

 実際には、センター方式であっても食育することはできると口では言っておりま

すけれども、実践的には県内の状況を見てもセンター方式のところでさっき言った

ような食育をきちんとやるというのは、ほとんど不可能というのが実態であるとい

うふうに思います。先ほど言いましたが、小浜の校長さんもそのように、「とても自

校式でなければこういうことはできない」というふうに言っておられます。 

 こういうことを踏まえて、市長に改めてこの食育についてどのように考えるか、

学校給食のあり方についてどう考えるか、伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 今、小浜市の例を出されました。小浜市の前市長さんが御食国

（みけつくに）というんですか、をまちづくりの中心に据えられて、大変すばらし

い先進的な取り組みをしている市であります。私も今お話を伺いまして大変すばら

しいなというふうに思ったわけでありますが、先ほどのご紹介のありました食育基

本法の趣旨を体現するためには、自校式でなければならないという結論は出てこな

いのではないか、また同じように学校給食センター方式でなければならない、ある

いはそうであってはならないという結論も私は導き出せないんではないかなという

ふうに思います。小浜市のようなことは大変すばらしいことでありますし、少しで

も近づく努力はしなければならないというふうに思います。 

 また、あわら市といたしましても食ということに今年度は焦点を当てまして、「お

ばあちゃんの味」というものも制定をいたしましたし、今ご指摘のありました「早

寝早起き朝御飯」というようなキャッチフレーズを特に子供たちの食に対する市民

の考え方ももう一回見直していただこうというような運動も始めたところでありま

して、少しでもそういう理想に近づく努力は今しているつもりであります。 

 しかしながら、これは別に食だけではありませんで、行政のあらゆる分野につい

て、先進的な事例はたくさんあります。すべての先進的な事例を取り入れることが

できればそれは大変すばらしまちになるかと思いますけれども、それをそのまま一
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つのまちに取り入れますと、恐らくまちとしては立ち行かなくなってしまうんじゃ

ないかなというふうに思っております。１００％ではなくても、少しずつそういう

理想に向かった、与えられた条件の中でどこまでできるのかという努力をしていく

ことが今は重要ではないかなというように思っております。 

 繰り返しますけれども、小浜市の例は見習うべき理想像としては追いつつ、また

食育基本法の趣旨というものもその理想に向かって努力していかなければなりませ

んけれども、それがそのままストレートに自校式、あるいはセンター方式の判断に

繋がるものではないというふうに私は考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 先ほども申し上げましたが、それは、センター方式でやって

いるから、食育が一切できないと、そういうものでないということは当然のことだ

と思いますが、より望ましい形は自校式ではないかと。私は、県のこの食育実践活

動の発表会３年やられておるそうですが、確かに、３年間の間にはセンター方式で

やっているところも１校か２校は発表があったということでございますが、そのほ

かはすべて自校式のところが発表しているということを見ても、実際、総合的に食

育教育を前進させるには自校式が望ましいというふうに思います。 

 それで、是非、市長にも教育長にも、センターにするか、自校にするかというこ

とはまだこれから検討だというふうに思いますが、こういう今申し上げました食育

基本法の観点を踏まえて、総合的にどうあるべきか、特に農家の方も含めて地産地

消推進、そういう観点も入れて、もう一度やっぱり市民的に議論をし直すべきでは

ないかなと。その上に立ってどうあるべきかと。もちろん、財政的な制約があると

いうこともわかっておりますけれども、そういうことを踏まえた上で、そういう議

論をやって考えるべきではないかというふうに思いますが、この点についての今後

のこれからの進め方についてどうするか、考えを伺いたいと思います。 

 市長、教育長、できればそれぞれお願いしたいかなと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） これは、今まで議会には何度かご報告をしておりますけども、

教育委員会部局といたしましては、センター方式が望ましいという結論を出してお

りますけれども、そのことについて今議会といろいろと協議を進めさせていただい

ているというところではないかと思いますが、このことにつきましては、市民の皆

様にもこれから十分ご理解をいただかなければならないと思いますし、そういうご

理解のないまま進めさせることは私も慎むべきであろうというように思っておりま

すので、十分これからも情報の提供とともに、協議をさせていただきたいというふ

うに思っております。 

○議長（丸谷浩二君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 今、市長がお答えしましたとおり、教育委員会といたしまし
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ても、地域の方々、保護者との協議をさせていただきながら進めていきたいという

ふうに思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 是非、そういう議論の場を作っていただいて、市民を巻き込

んでの議論を是非やっていただきたいなというふうに思います。 

 二つ目の問題に移りたいと思います。 

 昨日から、この北陸地方も梅雨に入ったということでございますが、今年は春先

から非常に低温、異常気象が続いております。その結果、あわら市の特産品である

梨や柿などをはじめとして、多くの農産物に低温被害が発生しているということで

あります。特に、梨は例年よりも非常に早い時期から黒星病というものが発生して

いると。梨農家は２回ぐらい摘果をして最終的に残していくわけですが、黒星病が

ついているので、摘果のやり方も非常に困っているというようなことも言われてお

ります。ここ１週間か１０日ぐらい、また非常に暑い日が続いておりましたが、梅

雨に入りますと、特にこういう黒星病が広がる可能性があるというふうに言ってお

ります。 

 被害の実態はどうなっているのか、またこの対策についてどう考えているのか、

伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、春先における全国的な低温、日照不足により、野菜の供給

量が極度に低下し、価格の高騰や、規格外品が流通したことは記憶に新しいところ

であります。 

 ＪＡ花咲ふくい、坂井農林総合事務所及び市が先ごろ実施した生育状況調査によ

りますと、坂井北部丘陵地におけるメロン、スイカ等の野菜は、昨年と比べて１週

間から１０日ほど成育が遅れているものの、ほぼ回復傾向にあると判断していると

ころであります。 

 また、水稲の状況でありますが、田植え後の低温、日照不足により、草丈が長く、

茎数が少な目で、生育はやや遅れているとのことであります。 

 一方、果樹につきましては、低温による被害が見られ、梨は栽培面積約３０ヘク

タールのうち１割ほどが黒星病を発症し、柿については約２５ヘクタールのうち３

割程度で霜による新芽の枯死が見られるなど、収穫量には少なからず影響があるも

のと懸念されているところであります。 

 これらの状況から、坂井農林総合事務所では、ＪＡを通じ、加温、保温等の営農

情報を発信し、農家の指導に当たっているほか、梨生産者に対しては、ＪＡが対策

会議を開催し、現状把握に努めるとともに、対応策を検討しているとのことであり

ます。 
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 いずれにいたしましても、関係機関が連携し、適時、適切な営農指導に努めてい

くことが重要であると考えており、また今後の被害の状況によっては、被害農家の

経営継続のための支援策などを県に対し働きかけて参りたいと考えておりますので、

ご理解を賜りますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 生育が１週間ほど遅れているということでございますが、梨

などもお盆前に大体例年出荷をしていると。ところが、実際はもう少し熟してお盆

過ぎの方がおいしいそうですが、価格はお盆前とお盆後ではがたっと違うと。今年

は、先ほどの市長の話では梨は１０％ぐらい黒星病にかかっているということです

が、私はもっと広がっているのではないかなというふうに聞いております。しかも、

出荷が遅れれば価格的にも非常に大きな打撃を受けるのではないかなと。 

 鳥取県は２０世紀梨の産地ですが、鳥取県ではもう既に県が低利の融資とか、そ

れから、特に黒星病については何回も防虫をする必要があると、これからまた梅雨

がずっと長引けば、この間にも何回も防虫をする必要に迫られると、そういうこと

に対しての鳥取では助成制度ができているというようなことでございますので、是

非、実態をよく掴んでいただいて、市だけでは大変かと思いますが、県に対しても

適切な助成をするように求めていっていただきたいなというふうに思います。 

 では、三つ目の問題に入りたいと思いますが、有害鳥獣対策、イノシシの問題で

ございます。 

 有害鳥獣対策の特措法が今年で期限切れになるというふうに伺っております。そ

して、民主党政権はこの有害鳥獣対策費をかなりカットしてきていると、来年以降

継続するかどうかもはっきりしないというふうに聞いておりますが、イノシシ対策

の被害は減っているどころか、まだ増えているのではないかなというふうに思いま

す。私の集落などでも、電気柵を設置して、進入を防ぐということをやっておりま

すけれども、数を減らさなければ、なかなか被害を減らすということにはならない

のではないかと。昨日は後ろの東山のところで山狩りをして、イノシシを射殺する

という計画がありまして、失敗したようで上手くいかなかったと。またもう一遍や

るということでありますけれども、是非生息数を減らすことが必要だというふうに

考えております。捕まえて埋めるというのも非常に手間隙がかかりますし、とても

大変だということを言っております。是非、そういう点では捕獲をして減らすとい

うことも考えていただきたいと思うんですが、同時に、ただ埋めたり燃やしたりす

るんではなくて、これを食肉として加工流通させるということになれば、非常に経

済的にもいいんではないかなと、そういう食肉加工処理資格者を養成するとか、そ

ういう施設をつくるとか、これは別にあわら市だけで作る必要はないと思いますが、

そういうことも是非考えていただきたいなというふうに思います。 

 実際に、イノシシをはじめ、最近はシカの被害も言われておりますけれども、そ

ういう被害の実態、被害面積、被害額、それから捕獲頭数等はどういうふうになっ
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ているかということと、先ほど申し上げました、そういう食肉加工処理資格者の養

成、施設建設等についてどう考えるか伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えいたします。 

 ご承知のとおり、近年の暖冬傾向による積雪量の減少に加え、ハンターの減少、

有害鳥獣の活動範囲の拡大等により、剱岳・坪江地区を中心に農業被害が増大いた

しております。このことから、金津東部地区鳥獣害対策協議会では、農地へのイノ

シシの侵入を防止するため、平成１８年度までに電気柵を４２.１km、平成２０年度

からは金網固定柵を９.３km にわたり整備しているところであります。 

 また、イノシシの生息数を減らすため、猟友会や、地元住民とともに捕獲強化に

取り組んでおります。 

 さて、イノシシによる水稲、大豆、ソバ等の被害額は、平成１９年度で５００万

円、平成２０年度で３７０万円、平成２１年度では６６０万円で、被害面積は平成

２１年度で１０.６ヘクタールとなっております。このような中、議員ご指摘のとお

り、今年度の国の鳥獣害防止総合対策交付金の内示額は、要望額２,１５７万円に対

し、約７割減の６３０万円となっております。 

 さらに、当該事業は３カ年限りの事業であり、今年度がその最終年度となること

から、事業効果の面でも大きな影響があるものと懸念いたしております。このこと

から、県に対しては当該交付金の減額により事業計画の実施に影響を及ぼさないよ

う要望額を確保するとともに、被害防止のための抜本的対策に取り組むよう、市長

会としても要請を行うよう働きかけをいたしております。 

 次に、「生息数を減らすため、捕獲したイノシシを食肉として加工流通させてはど

うか」とのご提案でありますが、イノシシの捕獲頭数は平成１７年度から２０年度

までは、毎年５０頭以下で推移しておりましたが、昨年度は１４４頭となっており

ます。また、捕獲したイノシシの処理につきましては、捕獲現場付近で埋設いたし

ております。 

 これを食肉として加工流通させるためには、現在の捕獲頭数や、施設の維持管理

費等を勘案いたしますと、採算面での課題が残りますが、今後の捕獲頭数の推移に

よっては、埋設場所の確保が困難になることも予想されますので、新たな処理方法

の一つとして調査・研究して参りたいと考えておりますので、ご理解いただきます

ようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 国の予算は、要求額２,１５０万円に対して、わずか６３０万

円ということでございましたが、こうなりますと、今まで計画していた事業は継続

達成できるのでしょうか。その点について、伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（丸谷浩二君） 農林水産課長、岡崎新右エ門君。 

○農林水産課長（岡崎新右エ門君） 農林水産課、岡崎です。私の方から答えさせてい

ただきます。 

 ２２年度の計画としましては、１２kmの要望が出ておりまして、事業費で４,２０

０万円というような計画でございました。それで、今、市長の方からお答えしまし

たように、内示が来まして、金額が３０％弱というような額でございますので、地

元の方に持って入りまして、東部獣害協議会の方で検討をしていただきまして、現

在のところ、約６,５１８ｍ、約半分ぐらいの事業費になるんでございますけれど、

地元の方で実施をしたいと。どうしてもできない地区が若干ございまして、一番端

ではございますけど、牛ノ谷地区、それから熊坂地区は事業効果を上げるために森

の中に柵を通すというような工法で、距離数を減額しまして、そういう形で現在進

めております。 

 今、補助金に関しましては、当初計画通りでいけば、地元負担が約３割から２６％

弱の負担でよかったんですけど、今、国のこういう減額になりますと、４０％から

４５％弱の地元負担に増えるということでございますので、市長言われるように、

県の方に働きかけ、また地元からも１０日付で要望書が出ておりますので、それを

受けて今後検討して参りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 先ほど、市長の答弁にもありましたが、２１年度は被害額、

それから捕獲頭数等も増えていると、にもかかわらず、国が予算を７割もカットし

ているということは全く理解に苦しむところでありまして、何としても第１は国に

対して、今まで以上の予算を出すように、強力に働きかけをしていただきたいなと

いうふうに思います。地元としても、非常に地元負担が増えるということではなか

なか実施するのは厳しくなるのではないかなというふうに思いますので、是非その

点をお願いいたしまして、私の質問を終わります。 

○議長（丸谷浩二君） 暫時休憩をいたします。再開は午後１時とします。 

（午後 12時 06 分） 

                                      

○議長（丸谷浩二君） 引き続き会議を続けます。 

（午後 1時） 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 教育部長、藤﨑恒美君。 

○教育部長（藤﨑恒美君） 山川知一郎議員の学校給食における地元食材の使用につい

てのお尋ねにお答えをさせていただきます。 

 昨年１１月の時点での市内学校給食の調査結果では、県内産食材が４４.９％で、

県内平均４３.５％に対し、１.４％の増となっております。また、市内産食材につ

きましては２７％で県内平均１９.８％に対し７.２％の増となっておりまして、そ
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れぞれ、県平均を上回る使用率となっているものでございます。 

 また、給食の残量、食べ残しの実態でございますが、最新のものといたしまして、

給食センターの本年５月分で申し上げますと、１日平均の残量が５.４kg、１人平均

いたしますと５.５ｇという結果が出ております。 

 私どもといたしましては、給食センター１,２００食に対しまして、残量が５.４

kg、これは非常に少ない残量かなというふうに認識をいたしておるところでござい

ます。 

 以上、よろしくお願いをいたします。 

                                       

◇笹原幸信君 

○議長（丸谷浩二君） では、引き続きまして、一般質問を行います。通告順に従い、

７番、笹原幸信君の一般質問を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 笹原、一般質問をいたします。 

 質問の題は教育問題についてということでございますが、主に講師についての質

問をいたします。 

 今回の補正において、芦原中学校講師賃金２２４万７,０００円が計上されていま

す。この講師賃金の補正予算を計上するということは、県の基準の配置数では、芦

原中学校では先生が足らないということなのか、また、足らないのであれば、県の

基準がどうなっているのかを説明をまずお願いをいたします。 

 次に、今まで加配があったと思うのですが、加配について今現在はどのようにな

っているかをお伺いいたします。 

 今年の入学式で感じたことでございます。芦原中学校の生徒数が昨年と比べます

と４４人も減っており、３５５人となっております。その結果、先生方は３人の教

諭と講師１人の計４人もの減員となっているとのことでした。２１年度と比較しま

すと、クラス数では１年生が５クラスから４クラスに１クラス減になっており、ほ

かの学年については、クラス数は変わりありません。１クラス減で先生が４人も減

るというのは、何故なのかをお答えください。 

 生徒数が減るということは、以前提示をされており、承知しておりましたが、先

生がこれだけ減るということは示されていなかったと思います。正直申し上げて、

ショックを受けております。 

 また、先生がこれだけ減ってきますと、日常の教育や部活に影響が出てくるので

はないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 来年度２３年度においても芦原中学校では生徒数が３０人ほど減るとのことであ

り、今年度のことを考慮すれば、来年もまた先生が減るのではないかと危惧されま

すが、今以上に減員となれば、相当な影響が出るのではないかと思われますが、ど

う考えますか。 
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 一方、金津中学校では、平成２１年と比較すると、生徒数は１６人減で、教諭は

２名減となっております。両中学校とも先生が減っているわけであります。特に、

芦原中学校におきましては、講師の数が平成２０年は４人、２１年度は５人でした

が、２２年度の学校要覧によれば、県費２人、市費４人の計６人の講師となってお

ります。教諭の人数が減っていき、講師の数が段階的に増えている現状をどのよう

に考えるかをお尋ねいたします。 

 次に、講師についての質問をいたします。 

 今回の補正予算に計上されているのは、１人分の賃金なのか、また賃金はどのよ

うに算定しているのかをお伺いします。 

 賃金が安いため、働けど働けど暮らしは楽にならず、食べていけない、非正規採

用の先生が増えていると聞きます。まさに、先生のワーキングプアです。その上、

任用期間が切れたら再任されるかどうかの保障はありません。 

 少子化の時代、講師の先生が行政改革の名のもとに、低賃金で働かざるを得ない

現状をつくり出し、雇用の面では、教育の場の調整弁になっているのが現状である

と思います。雇用が保障され、経済的に安定しなければ、常に不安がつきまとい、

継続的な学級運営をしようにも、できるはずもありませんし、勉学に、調査研究に、

そして、子供との接し方に全身全霊で取り組めないのではないでしょうか。 

 市長は、教育は、大事であるとの観点から、現在ハード整備には相当の資金をか

けておられますが、確かに、見た目は大変良くなってくるかもしれませんが、子供

たちに一番大事なソフトの面、すなわち、先生と子供たちの日々接する関係がおろ

そかになってしまうのではないでしょうか。教育部局では、先生の不足は市費で講

師を雇い、手当てしていると答えていますが、雇い方の内容が問題なのです。自分

が、また自分の子供が講師の立場であったらどう思いますか。 

 市長は、教育に関する優先度は高いと言われましたが、本当に大事であるなら、

講師の身分を市がある程度保障し、安心して子供の教育に専念できるよう、待遇改

善を考えるべきであると思いますが、いかがでしょうか。 

 これで、１回目の質問を終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 笹原議員のご質問にお答えします。 

 市費による講師の配置は、複式学級の解消、及び支援を要する生徒、児童に対し

て行っており、学習面及び生活面において非常に高い効果を発揮しております。 

 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律では、学級規

模及び教職員の配置の適正化や、義務教育水準の維持向上を図るため、学級編制及

び教職員定数の標準について規定されております。具体的に申し上げますと、芦原

中学校の場合、昨年度は１５学級で法律による教員の定数は２５名となっておりま

す。実際の配置は定数配置２７名及び加配４名の合計３１名でありました。一方、

本年度は昨年度より１学級減の１４学級となり、法律による定数は２２名となりま
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すが、実際には定数配置２４名、加配３名の合計２７名となり、昨年より４名の減

となっております。 

 議員ご承知のとおり中学校の場合は小学校とは異なり、教科担任制であることか

ら、学校全体での配置基準では充足するものの、教科単位では教員が不足する場合

があります。このことから、県では法律の定数を上回る定数基準及び配置制度を設

け、きめ細やかな学校運営に対応しております。 

 さて、ご質問の芦原中学校の市費での教職員配置については、例年の加配教員が

県内各中学校で一律カットされたこと、また、「元気福井っ子新笑顔プラン」による

少人数学級を進めるかわりに、県の定数基準が減らされたことに起因するものであ

ります。このようなことから、本年度芦原中学校の体育科教諭に不足が生じたもの

であり、免許教科外教科担任許可申請を考慮いたしましたが、本来の学習に影響を

及ぼすものと判断し、補正予算をお願いするものであります。なお、今回の補正額

につきましては、当該講師のほか、講師３名分の手当等を精査した金額となってお

りますので、ご理解をお願いいたします。 

 次に、部活動の影響についてのご質問にお答えいたします。 

 確かに、生徒数及び教職員数が減少すれば、部活動の維持に影響が出てくること

は否めません。今後は、１人の教員が複数の副顧問を持つなどの対応や、指導者が

不足する場合は、県事業の地域スポーツ人材活用支援事業などの外部指導者を活用

しながら対応して参りたいと考えております。 

 次に、来年度の教職員の配置については、先ほども答弁させていただいたとおり、

学級数に応じて、教員の配置数が決定いたします。現在のところ、平成２３年度の

芦原中学校の生徒数は３１名の減少が予想されておりますが、学級については、「元

気福井っ子新笑顔プラン」の恩恵を受け、１４学級と変更がないものの、新笑顔プ

ランによる、チームティーチングや少人数指導等の加配は不確定であります。いず

れにいたしましても、学習指導や部活動の充実のためにも、県教育委員会に対して、

教員数確保の要望をして参りたいと考えております。 

 最後に、講師の身分及び所得の保障についてのご質問にお答えいたします。市費

講師の賃金等の形態は、市の基準に基づく雇用となっております。県費講師とは、

賃金面において多少差がありますが、日々の業務内容が異なっております。教育委

員会では、各学校長に対し、雇用契約に合わせた業務配分を行うことを指示すると

ともに、教職員採用試験の志望者には、将来に向けた指導や研修など、十分な配慮

を行っております。また、今後は賃金の面においても検討して参りたいと考えてお

りますので、ご理解をお願いいたします。 

 以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 答弁いただきました。 

 今回、私が通告書を出させていただきました。 
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 私は、今回まで毎回一般質問をして参りました。今回の通告に関しまして、一部

聞こえた話が県の話であるとか、またつまらない質問であるとか、そういう声が聞

こえて参りました、教育委員会の方から。確かに、教育一筋４０年以上もされてき

た方から見れば、私の質問はつまらない質問であるかもしれません。しかしながら、

私は自分が疑問に思ったことをこの場で質問をしているわけでございます。質問を

して、答弁をいただいて、その中に疑問があればまた再質問すると。一般質問する

ことによって、市民の方がその細部についても分かるわけでございます。こういう

ことは所管課で聞いていただければという声もあります。しかしながら、私は市政

の中で問題点があれば、やはり市民の皆さんにお分かりいただけるようにこの場で

一般質問をして、市民の方々にご理解をいただけるよう、今後ともやっていく所存

でございます。 

 それでは、再質問をさせていただきます。 

 まず、私が質問をした中で、回答をいただけてない部分があると思うのですが、

教諭の人数が減って、そして講師が増えている現状をどう考えるかとの質問をして

いるわけでございますが、今、返事を聞き漏らしたのかもわかりませんが、再度お

伺いをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 再度の質問にお答えさせていただきます。 

 教諭の人数が減って、講師が増えている現状ということでございますが、県の教

職員の採用状況は、平成２１年度までは約１００名ちょっとの教員採用でございま

したが、平成２２年度につきましては、約１５０名を採用しておりますし、また、

来年度についても、もう少し増やして１６０名程度というように伺っております。 

 また、今後児童生徒数が減少していく中で、長期的視野で教職員数を考慮したと

き、最小限の範囲での講師の配置もやむを得ないというふうに私は理解していると

ころでございます。従って、教諭が減り、講師が増え続けるというふうには捉えて

おりませんので、ご理解を賜りますようお願いします。 

 また、講師の配置につきましては、あわら市におきましても、その年によって変

わりまして、お産でお休みになられる産休、子育てでお休みになられる育休代替、

または教科で足りない分の教科補充の配置となっておりますのでよろしくお願い

いたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） ただいま、お答えをいただきました。平成２１年は１００名の

採用であったのが、順次増えているということで、これにつきましては、大体わか

りました。県としてもある程度の先生の採用をされている、また、していく予定で

あるんだなということが分かりました。 

 次ですが、部活についてですが、これは中学校の問題点の時からいろいろ懸念さ
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れたことでございました。今後、中学校では１人の教員が複数の部を見ていくとの

ことで、今後、対応をするということですね。それから、指導者がいない場合は、

地域スポーツ人材活用支援事業などの外部指導者を活用しながら対応しています

というふうな答弁がございました。現在、先生が大分少なくなっている現状ですけ

れども、それについては、現在は今どういうふうに対応されているわけでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 教育部長、藤﨑恒美君。 

○教育部長（藤﨑恒美君） ただいまの部活の顧問の対応ということでございますけれ

ども、現在におきましても一部におきまして、顧問の先生、これも副顧問というこ

とで複数の部活を担当しているのが実態でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） ということで、近い将来、極端に申し上げれば、まだまだ先生

が減ってくる現状で、部活の数も減らさざるを得ないのではないかと、私は考えま

すが、その点どうお考えですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 今の生徒数が減り続けて、それに伴って教員も減って参りま

すが、そうした場合、県下の各小さい中学校でとっております方法は、学校の中で

選択する種目数を減らして、そこで部活動を実施しております。ただいま、ずっと

人数が多い状態でやってきた部活動もそのうちに人数が少なくなれば、人気が少な

くなれば自然淘汰されるというふうに私は考えております。 

 また、中学校での部活動が競技に繋がるということではなく、仲間と一緒に部活

動をするという、そこに意義を持っていただければ、多少種目が違っても、何かに

打ち込んで仲間と活躍するというところに意義を見ていただければよろしいんで

はないかと思います。 

 それがもし無理であれば、地域のスポーツクラブへ行って、自分の専門種目だけ

をするというのが、これからの流れになるんではないかというふうに思っておりま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） そのお考えは私も良く分かるんですけれども、現状でも、例え

ば、中学校にこの部がない、そういうことで、あわら市の中学校に来ずに坂井市の

中学校に行っているお子さんもございます。一概に、教育長が言われるようになる

のかどうか、それはなってみな分かりませんけども、今現在が、実際坂井市の中学

校に行ってる子供もおるわけです。お隣の市へ行ってまで部活をしたいというお子

さんもたくさんおられると思うんです。その点、教育長はどう思われますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（丸谷浩二君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） その方につきましては、地域の仲間と一緒に学校へ行くとい

う目的よりも、その一つのスポーツを選ぶ方の価値判断が高かったのだと。また、

それを保護者の方もそのように判断されて、選んだんだと私は思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） はい、分かりました。 

 それから、最近聞くところによりますと、市費の講師の賃金を上げられたと聞い

ております。それはそれで評価できます。しかしながら、正規の先生と同様の仕事

をしているにもかかわらず、賃金が安いと思われませんでしょうか。 

 また、聞くところによりますと、講師の方でも県費の講師と市費の講師がござい

ます。県費の講師につきましては、給与、それから福利厚生、あと残業とかそうい

うものでもある程度優遇されていると聞いております。講師の先生は、子供や保護

者からは一人前の教師と見られているわけです。一人前の仕事をしながら、先ほど

申し上げたように、いろんな面で教諭と多くの差があると思われます。それ以外で

も、例えば、市費の講師ですと、夏休み、冬休みは賃金の支給もありません。賞与

もございません。恐らく有休もないと思います。それらの面をどうお考えになるか

を答弁いただきたく思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 教育部長、藤﨑恒美君。 

○教育部長（藤﨑恒美君） ただいまの市費講師の賃金や待遇面、これは教員や県講師

と比べ、差が相当あるのではないかといったご質問でございますが、議員ご指摘の

とおり、賃金面におきましては、経験を積まれた教員との差は大きいものと思いま

す。ただ、市の講師につきましては、複式の解消や、教科担任、あるいは、生活支

援の業務が主体でありまして、県費講師のように学級担任を持つことや、公務にお

いて主任を任されることはないわけであります。このように、業務内容において差

が生じておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 なお、月額講師につきましては、夏休み、冬休み期間中も校務を行うことになり

ますので、賃金の対象になります。また、年金、健康保険といった社会保険の加入

はもちろんのこと、本市の賃金基準によりまして、年次休暇の付与、あるいは期末

手当、通勤手当が支給されておりますので、申し添えさせていただきます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） ただいま、教育部長のご答弁では、ある程度のことは見ている

と、そういうふうにおっしゃられました。それは、月額講師の場合ですね。例えば、

日給とかそういう講師もおられるんではないですか。その点についてもお伺いしま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（丸谷浩二君） 教育部長、藤﨑恒美君。 

○教育部長（藤﨑恒美君） ただいまの笹原議員のご質問のように、確かに講師につき

ましては、月額の講師と、そして日額の講師の二通りあるわけでございます。先ほ

ど申し上げましたのは、あくまでも月額講師の状況でございました。 

 なお、日額の講師につきましても、期末手当、そして通勤手当、並びに年次休暇

につきましては、その勤務年数によって若干差はあるわけでございますけども、初

年度におきましては１５日間の年次休暇が付与されるといことでございますので、

若干、そういう待遇面では月額講師と日額講師の差はあろうかと思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 講師の方の日給、それから月額、それについては分かりました。 

 ただ、いろいろお聞きしますと、長年勤めても安いと、そういうことが聞こえて

きます。先ほど、教育長のお答えでは、今後賃金の面においては検討していくとの

回答がございました。この講師の問題を私いろいろ調べておりましたら、１年、２

年、３年の講師の先生がおられます。それ以外に気がついたのは、８年、９年、１

０年、また、最長で２０何年と非常に長く講師をされていて、もう学校にはなくて

はならない先生になられておられると。ところが、給与の面に関しますと賃上げが

ない、退職金もない。ただ月額の１７万か１８万ですか、その給与しかいただいて

いないと。そういうことが分かりました。本当にこの先生方、一生懸命働いておら

れて、学校が好きであって、子供が大好きであって、そういう先生方でございます。

２０年勤めても報酬の値上げもない、そういう環境の中においても教育に命をかけ

るといいますか、一生懸命されている先生方がおられます。そういう先生方に日を

当てていただきたい。この方たちの待遇改善も特にお願いをしたいと思いますがい

かがでしょう。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 教育部長、藤﨑恒美君。 

○教育部長（藤﨑恒美君） ただいまのご質問は、講師として長年勤務されている方の

待遇改善のお尋ねかと思います。 

 この対応につきましては、市費の臨時職員との関係調整、また県並びに坂井市の

現状、あるいは今後の動向を見極めながら検討して参りたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 以上で質問を終わります。 
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   ◎散会の宣言 

○議長（丸谷浩二君） 以上で一般質問を終結いたします。 

 以上で本日の日程は、すべて終了いたしました。 

 明日から２２日までは休会とし、休会中に付託された案件につきましては、それ

ぞれ常任委員会の審査をお願いいたします。 

 本会議は、６月２３日、再開をいたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 1時 35 分） 

                                        

  地方自治法第１２３条の規定により署名する 

 

  平成２２年  月  日 

 

               議  長 

 

               署名議員 

 

               署名議員 
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第４８回あわら市議会定例会議事日程 

 

                          第 ３ 日 

                          平成２２年６月２３日（水） 

                          午後１時３５分開議 

 

１．開議の宣告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 常任委員会の閉会中の継続審査の件 

日程第 ３ 議案第６０号 平成２２年度あわら市一般会計補正予算（第１号） 

日程第 ４ 議案第６１号 平成２２年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第１

号） 

日程第 ５ 議案第６２号 あわら市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

日程第 ６ 議案第６３号 あわら市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

日程第 ７ 議案第６４号 あわら市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日程第 ８ 議案第６５号 あわら市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ９ 議案第６８号 金津創作の森条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１０ 議案第７０号 あわら市農業者労働災害共済条例の一部を改正する条例の

制定について 

日程第１１ 議案第７１号 市道路線の認定について 

日程第１２ 議案第７２号 市道路線の廃止について 

日程第１３ 議案第７３号 市道路線の変更について 

日程第１４ 請願第 １号 選択的夫婦別姓導入など民法改正を求める意見書提出に関

する請願書 

日程第１５ 請願第 ２号 日本軍｢慰安婦｣問題の解決をめざす法制定を求める意見書

採択を求める請願書 

日程第１６ 陳情第 １号 農業農村整備事業予算の確保を求める陳情書 

日程第１７ 議案第７５号 工事請負契約の締結について（平成２２年度 芦原中学校

南校舎耐震補強・改修工事） 

日程第１８ 議案第７６号 工事請負契約の締結について（平成２２年度 金津中学校

南校舎耐震補強・改修工事） 

日程第１９ 議案第７７号 工事請負変更契約の締結について（平成２１年度 金津中

学校北校舎耐震補強・改修工事） 

日程第２０ 発議第 ７号 農業農村整備事業予算の確保を求める意見書 
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日程第２１ 発議第 ８号 子ども手当の抜本的見直しを求める意見書 

日程第２２ 発議第 ９号 北陸新幹線の早期認可を求める意見書 

日程第２３ 発議第１０号 鳥獣被害防止総合対策事業予算の確保を求める意見書 

日程第２４ 農業委員の推薦について 

日程第２５ 常任委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

 

１．閉議の宣告 

１．市長閉会あいさつ 

１．議長閉会あいさつ 

１．閉会の宣告 
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出席議員（１８名） 

   １番 吉 田 太 一     ２番 森   之 嗣 

   ３番 杉 本 隆 洋     ４番 山 田 重 喜 

   ５番 三 上   薫     ６番 八 木 秀 雄 

   ７番 笹 原 幸 信     ８番 山 川 知一郎 

   ９番 北 島   登    １０番 向 山 信 博 

  １１番 坪 田 正 武    １２番 丸 谷 浩 二 

  １３番 牧 田 孝 男    １４番 卯 目 ひろみ 

  １５番 宮 崎   修    １６番 山 川   豊 

  １７番 東 川 継 央    １８番 杉 田   剛 

 

欠席議員（０名） 

                                        

 

地方自治法第１２１条により出席した者 

 市 長  橋 本 達 也    副 市 長  北 島 善 雄 

 教 育 長  寺 井 靖 高    総 務 部 長  田 中 利 幸 

 財 政 部 長  小 坂 康 夫    市民福祉部長  辻   邦 雄 

 経済産業部長  北 浦 博 憲    土 木 部 長  木 下 勇 二 

 教 育 部 長  藤 﨑 恒 美    会計管理者  長谷部 泰 司 

 土木部理事  佐々木   賢    市民福祉部理事  辻   博 信 

 芦原温泉上水道財産区管理者  竹 内 正 文 

                                        

 

事務局職員出席者 

 事 務 局 長  田 崎 正 實    事務局参事  山 口   徹 

 書 記  中 辻 雅 浩 
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   ◎開議の宣告 

○議長（丸谷浩二君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（丸谷浩二君） 本日の出席議員数は、１８名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（丸谷浩二君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（午後 1時 35 分） 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（丸谷浩二君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、３番、杉本隆洋君、

４番、山田重喜君の両名を指名します。 

                                        

   ◎常任委員会の閉会中の継続審査の件 

○議長（丸谷浩二君） 日程第２、常任委員会の閉会中の継続審査の件を議題とします。 

 厚生経済常任委員長から、目下、委員会において審査中の事件について、会議規

則第１０４条の規定によって、お手元に配布しました申出書のとおり、閉会中の継

続審査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 異議なしと認めます。 

 したがって、委員長からの申し出のとおり、決定しました。 

                                        

   ◎議案第６０号から議案第６５号、議案第６８号、議案第７０号から 

    議案第７３号、請願第１号、請願第２号、陳情第１号の 

                      委員長報告・質疑・討論・採決 

○議長（丸谷浩二君） 日程第３から日程第１６までを、会議規則第３５条の規定によ

り、一括議題とします。 

 これらの議案につきましては、各常任委員会に付託し、審査願っておりますので、

各常任委員長より、その審査結果の報告を求めます。 

○議長（丸谷浩二君） まず、総務文教常任委員長より報告願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 総務文教常任委員長、宮崎 修君。 

○15 番（宮崎 修君） 総務文教常任委員会の審査の報告を申し上げます。 

 当委員会は、去る６月１５日と１６日に、市長、副市長、教育長及び担当部課長

等の出席を求め、当委員会に付託されました、議案第６０号、平成２２年度あわら

市一般会計補正予算（第１号）（所管事項）をはじめ、４議案について慎重に審査を
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いたしました。 

 審査の結果、議案４件についてはいずれも所要の措置であり、挙手採決の結果、

議案第６０号、議案６２号、議案６８号については賛成全員で、議案第６３号につ

いては賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以下、審査の過程で論議されました主な事項について申し上げます。 

 まず、議案第６０号、平成２２年度あわら市一般会計補正予算（第１号）につい

て所管課ごとに申し上げます。 

 まず、総務課所管について申し上げます。 

 消防費で嶺北消防組合負担金６８３万４,０００円が計上されていますが、この内

３９５万７,０００円は次郎丸区の耐震性貯水槽設置費であるとの説明がありまし

た。このことについて、委員からは、初期消火が大事であり、地区の要望がなくて

も消防署が巡回して必要であるととらえれば、要所要所に防火水槽を設置すること

が必要であるとの意見があり、理事者からは、消防署が巡回して防火水利を検討し

て対応している、今後もそのような対応を行っていきたいとの回答がありました。 

 次に、監理課所管の地上デジタル放送対応工事に関連して、委員からは、来年７

月に向けてのデジタル化への対応方法が市民にとって大変わかりづらいが、市民が

スムーズに地デジ化へ移行できるようにどのような対応を行っているのかとの問い

に、理事者からは、広報やホームページなどを通じてお知らせを行っている、また、

デジサポ福井が地デジ化に向けて、市民が集まるところで相談会などを行うなど広

報活動を行っている、また、各放送局も地デジ対応についてテスト放送も行う予定

になっているとの回答がありました。 

 また、地デジ化の低所得者等への対応はどうなっているのかとの問いもあり、理

事者からは、生活保護世帯で１００台、障害者世帯で約６０台のチューナーを、無

償で申請順に配布しているとの回答がありました。 

 次に、教育総務課所管について申し上げます。 

 芦原中学校の講師賃金２２４万７,０００円については、加配減により体育講師を

市費で雇うものでありますが、説明では臨時職員５人分とあったことについて、雇

用期間はどれだけかとの問いに、理事者からは、教員１名分の賃金と、５人分の通

勤手当の精査によるものであり、雇用期間は４月から３月までの１年間であるとの

回答がありました。 

 また、このことに関連して、芦原中学校に２０年間も講師をしている人がいるこ

とについて問いがあり、理事者からは、職種は司書で、英語の授業も担当している。

このように年数が長くなったことについては個人的な事情もあるのかもしれないが、

詳しくはわからないとの回答がありました。 

 次に、文化学習課所管では、デジタル放送対応経費が各施設で計上されているが、

特に、社会福祉センターと古町児童館で１１５万４,０００円が計上されていること

について、委員からは、一般家庭の場合と比べて非常に経費が高過ぎるのではない

かとの問いがあり、理事者からは、工事の内訳は、アンテナやブースター、キャビ
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ネット、分配機などの工事費で、設置場所とそこまでの距離によって工事費が高く

なっているとの回答がありました。 

 次に、議案第６２号、あわら市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、議案第６３号、あわら市職員の育児休業等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 

 この条例改正は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、人事

院規則が改正され、これに準じて本条例について所要の改正を行うもので、育児休

業をすることができる市職員の見直しや、再度の育児休業等をすることができる条

件を緩和するものです。 

 このことについて、委員からは、現在の市役所での育児休暇の実績はどうなって

いるのかとの問いがあり、理事者からは、男性の実績はゼロ、女性の育児休暇は３

名であるとの回答がありました。 

 また、委員からは、公務員の場合は条件的に恵まれているが、零細企業の場合は、

現実は非常に厳しいものがある、市内の企業の育児休暇の進み具合はどうなってい

るのかとの問いがあり、理事者からは、具体的な民間の調査結果はないが、一昨年、

男女共同参画事業で行ったアンケート結果によると、かなりの数で育児休暇をとっ

ているとの回答がありました。 

 また、委員からは、職員が実際に育児休暇をとる場合、周囲の職員が大変ではな

いのかとの問いがあり、理事者からは、育児休暇の申請があった場合、担当部長や

担当課長などと相談しながらその対応を行っているとの回答がありました。また、

理事者からは、一般企業と比べて恵まれていることもあるので、職場での仕事ぶり

や地域でのいろんな活動をしっかりやってもらわないと、なかなか市民に理解が得

られないとの回答もありました。 

 次に、議案第６８号、金津創作の森条例の一部を改正する条例の制定について申

し上げます。 

 この条例改正は、高齢者及び障害者の利用促進を図るための観覧料の半額割引な

どを新設するものでありますが、委員からは、条例改正前と改正後の収入の状況は

どうかとの問いがあり、理事者からは、貸館料１３３万３,０００円が結婚式などに

より５万円増、入場料５４７万１,０００円が高齢者割引等により１６万円程度減に

なるが、総合的にみると入場者増も見込まれるとの回答がありました。 

 また、今までに、フリーマーケットの店舗料を提案してきたが、この条例改正の

中で、なぜ取り入れられていないのかとの問いに、条例化した場合、その収入はわ

ずかな金額となってしまい、この条例にはなじまない、そのため、負担金をブース

料として、森のアートフェスタでは１店舗９,８００円、クラフトマーケットでは１

万４,０００円を徴収しているとの回答がありました。 

 また、委員からは、創作の森が一般市民にとって身近でなく、敷居が高いのでは

ないかとの問いがあり、理事者からは、１０年後を見据えて、子どもドキュメント

や作家の出前講座などを行っており、今の子供から広めていくよう努力していると
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の回答がありました。 

 また、針生館長が亡くなられたことに関連して、後任の館長については、ゆっく

り時間をかけて慎重に考えていきたいとの説明もありました。 

 なお、議案外ではありますが、教育委員会から学校給食施設整備計画について説

明がありました。委員会としては、ＰＴＡ等に対する説明会開催の前に、議会に対

して更なる説明をすべきとの意見がありました。 

 以上、当委員会に付託されました案件の審査経過と結果を申し上げ、報告といた

します。 

○議長（丸谷浩二君） 次に、厚生経済常任委員長より報告願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 厚生経済常任委員長、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 厚生経済常任委員会の審査の報告を申し上げます。 

 当委員会は、去る６月１６日、１７日、本日２３日に市長、副市長及び担当部課

長等の出席を求め、当委員会に付託されました、議案第６０号、平成２２年度一般

会計補正予算（第１号）（所管事項）のほか補正予算に関する１議案及び条例に関す

る６議案、その他３議案、また、請願２件及び陳情１件について慎重に審査いたし

ました。 

 以下、審査の過程で論議されました主な事項について申し上げます。 

 議案第６０号 平成２２年度あわら市一般会計補正予算（第１号）について、所

管課ごとに申し上げます。 

 市民生活課所管では、不法投棄物回収、処分業務委託料１６５万円について、委

員からは、今回、緊急雇用創出事業で民間企業へ委託し２名を臨時雇用して、不法

投棄物を回収することは理解できるが、不法投棄をさせないという意味合いからも、

地域をみんなで守っていくという動機づけや意識づけをしていく上で地元住民の協

力を得る事が大前提である、従来は住民の協力を得て処理していたことと比べると

不公平であり、また、協力を得ることで作業できる範囲も広がるとの意見があり、

理事者からは、県と合同でパトロールを行い、重点箇所を決定するが、地域の方の

理解を得る事も重要なことなので再度検討するとの答弁がありました。 

 また、委員からは、この事業が終了しても市として継続してできるよう検討して

ほしいとの要望がありました。 

 子育て支援課所管では、保育カウンセラー９５万円について、委員からは、臨床

心理士１名を配置するがどのような事業内容かとの問いがあり、理事者からは、臨

床心理士１名を任命し、市内の各幼児園、保育所を定期的に巡回して、保育士や保

護者からの相談に対応する。また、臨床心理士では対応できないことは、県の児童

家庭課と連携し、専門の機関へ繋ぐこともできるとの答弁がありました。 

 また、幼保一元化等検討委員会経費が計上されていることに関し、２２名の委員

からなる幼保一元化等検討委員会を設置することについて、幼保一元化ありきでは

なく、幅広い意見を聞くようにしてほしいとの要望があり、理事者からは幼保一元
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化ありきの検討ではない、それぞれにメリット、デメリットがあるとの回答があり

ました。 

 建設課所管では、市営住宅の旭団地第２棟総合改修工事４,４８４万円の大幅な減

額について、委員からは、福井県耐震診断等評定委員会の判定により、設計を変更

して減額になったとのことであるが、減額になったことについては良しとするが、

当初から経費削減を重視していたなら、当初段階で工事費を低く抑えることができ

たのではないか、また、これまで、実施してきた市営住宅の耐震改修工事も今回、

変更したような補強を行えば、工事費は安く抑えることができたのではないかとの

指摘があり、理事者からは、これまで、市としては、入居者に影響が出ないブレー

ス工法を選択してきた、今回の旭団地第２棟はブレース面が１９面と非常に多く、

経費も多額になることから、新たな工法を模索してきた結果、階段室の補強をする

ことになり、それが工事費の削減に繋がったとの答弁がありました。 

 委員からは、市営住宅、小中学校の耐震改修に対し、常に工事費を安くあげる工

法についても研究するよう強く求めてきたところであり、市としてコスト削減に取

り組む強い姿勢が必要だったのではないのかとの強い意見がありました。 

 農林水産課所管では、明日の地域農業を支える担い手条件整備事業について、委

員からは、補助金の申請額に１円までの金額が含まれているが、高額な申請額であ

り、１万円以下の金額については端数処理で査定するべきではないかとの指摘があ

り、理事者からは、設計額をもって予算を計上している、端数については、今後、

計上しないよう調整するとの答弁がありました。 

 また、委員からは、鳥獣害防止総合対策事業について、事業最終年度である２２

年度当初においては、事業費４,２００万円で１２kmの固定柵を予定していたが、政

権交代で国庫補助金が２,１５０万円から６３０万円と大幅な減額となったため、事

業規模を６.５km に縮小し、且つ、地元負担金の大幅な増額となっている。地元では、

高齢者世帯も多く、地元負担にも応じられないため、対策を講じなければ被害が拡

大する恐れがあり、市としては、例年どおりの補助を望むとの強い要望がありまし

た。 

 議案第６６号、あわら市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、議案

第６７号、あわら市農業集落排水事業条例の一部を改正する条例の制定について、

議案第６９号、あわら市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について申

し上げます。 

 特に下水道使用料においては、大口の滞納法人と未接続法人があるとのことでし

た。料金を値上げすれば、上下水道料金の滞納分が、きちんと料金を支払っている

人の負担増にもなり得る。値上げする前に、これらの滞納と未接続の大きな問題を

改善すべきであり、それらに努力するべきである。また、この値上げについては、

いまだ市民に周知されず、十分に理解される状況になっていないとの意見がありま

した。 

 理事者、行政側は上下水道会計の現況と何故、値上げをしなければならないのか
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を市長の地区懇談会等やあらゆる方法を用いて市民に十分に公開し理解を求めるべ

きであるとの強い意見があり、議長へ継続審査の申出書を提出しました。 

 次に、請願第１号、選択的夫婦別姓導入など民法改正を求める意見書提出に関す

る請願書について申し上げます。 

 先の第４７回定例会議会において、選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正に反

対する意見書を提出しており、当市議会の意思は明確になっているとの意見があり、

不採択と決しました。 

 次に、請願第２号、日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす法制定を求める意見書

採択を求める請願書について申し上げます。 

 請願第２号につきましては、国家間の外交問題であり、市議会にはなじまないと

の意見があり、不採択と決しました。 

 審査の結果、当委員会付託された議案第６０号、６１号、６４号、６５号、７０

号、７１号、７２号、７３号については、いずれも所要の措置であり、挙手採決の

結果、すべて挙手全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 また、議案第６６号、６７号、６９号については慎重に審議を進めましたが、審

議未了のため継続審査すべきものと決しました。 

 なお、陳情第１号については、願意妥当と認め、全会一致で採択と決しました。 

 以上、付託されました案件の審査経過と結果を申し上げ報告といたします。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） これより、各常任委員長の報告に対する総括質疑を許します。 

○議長（丸谷浩二君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 質疑なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これから、日程第３から日程第１６までの討論、採決に入りま

す。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第６０号、平成２２年度あわら市一般会計補正予算（第１

号）について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第６０号を採決します。 

 本案に対する各常任委員長の報告は原案可決であります。 

 各委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第６０号は、各委員長の報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第６１号、平成２２年度あわら市公共下水道事業会計補正
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予算（第１号）について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第６１号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第６１号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第６２号、あわら市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第６２号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第６２号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第６３号、あわら市職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第６３号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立多数です。 

 したがって、議案第６３号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第６４号、あわら市営駐車場条例の一部を改正する条例の

制定について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第６４号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は原案可決であります。 
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 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第６４号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第６５号、あわら市公園条例の一部を改正する条例の制定

について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第６５号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第６５号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第６８号、金津創作の森条例の一部を改正する条例の制定

について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第６８号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第６８号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第７０号、あわら市農業者労働災害共済条例の一部を改正

する条例の制定について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第７０号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第７０号は、委員長の報告のとおり可決されました。 
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○議長（丸谷浩二君） 議案第７１号、市道路線の認定について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第７１号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第７１号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第７２号、市道路線の廃止について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第７２号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第７２号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第７３号、市道路線の変更について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第７３号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第７３号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 請願第１号、選択的夫婦別姓導入など民法改正を求める意見書

提出に関する請願書について討論ありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） まず、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） では続いて、原案に賛成者の発言を許します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ８番、山川知一郎君。 
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○８番（山川知一郎君） 選択的夫婦別姓導入など民法改正を求める意見書提出に関し

て、賛成の討論を行いたいと思います。 

 請願趣旨にも書かれておりますが、結婚によって夫婦同姓を強制するということ

は、これはどこから見ても明らかに女性に対する差別であるというふうに考えます。

結婚によって、九十数％は、女性が改正を余儀なくされているというのが現実であ

ります。これについては、既に国の法制審議会も１９９６年に選択的夫婦別姓導入

を含む民法改正をするようにという答申を出しております。また、国連も女性差別

撤廃委員会も再三にわたって、日本政府にこれを撤廃するようにという勧告を行っ

ております。 

 また、最近の世論調査によっても、夫婦別姓導入賛成が反対をかなり上回ってい

るという状況でございます。夫婦別姓を選択するということであって、強制するも

のではありません。そして、夫婦別姓にすると伝統的な日本の家庭が崩壊するので

はないかとういうような意見もありますが、私は家庭の問題は、これは夫婦間の信

頼と愛情の問題であって、別姓にしたから家庭が崩壊すると、そういうものではな

い、むしろ、最近の女性の社会進出がどんどん進んでいる、そして結婚もかなり年

齢が遅れてきている、そういう中で、女性も仕事上、社会的なそれなりの地位を持

って活動している方もたくさんおられる、こういう方が結婚した時に改姓を迫られ

るというのは、いろいろ仕事上、社会生活上不都合が生じるということで、この請

願を採択するように議員各位のご賛同をお願いをして討論といたします。 

○議長（丸谷浩二君） 次に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） １３番、牧田孝男君。 

○13 番（牧田孝男君） １３番、牧田。 

 選択的夫婦別姓について、大筋で賛成でありますので、賛成討論を行いたいと思

います。 

 私は、今の山川議員の話のように差別だと思っているわけではないわけですけれ

ども、しかし、とても大切なことというのは、この法案というのが、別姓にするこ

とを強要する、強制するというものではないのだということであります。だから、

同姓にしたい人は同姓に、そして、別姓にしたい人は別姓にという、そういうよう

な趣旨が含まれた法案であるというふうに理解しております。 

 先ほど、山川議員の話にもありましたように、内閣府が発表した選択的夫婦別姓

に関する世論調査、これは最新のものでありますが、その中では２０代、３０代の

男女ともが、選択的夫婦別姓賛成派が８０％を超えているというデータがあります。

これは、年長者の場合にはこの逆の傾向が多いわけですけれども、全体をトータル

しても既に過半数を賛成派が占めているという、そういう報告を読んでおります。

それから、別姓反対派というのは、この伝統的家族制度の崩壊に繋がるという、そ
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ういう意見が別姓反対派からよく聞かれます。しかしながら、この夫婦が同姓であ

るという習慣というのは、明治３１年に公布されて、そして施行された明治民法以

来、まだ僅か１００年の歴史を持っているのに過ぎないのであります。私は、日本

の伝統とか、伝統的夫婦とか、あるいは伝統的立ち居振る舞いとかいうものは、こ

れは当然のことながら明治以降ではなくて、江戸期以前にあるというふうに私は思

っております。考えてください。明治の７年だったと思うんですけども、あの年に

初めて、庶民が姓を得ることができました。それまでは士族だけであります。ほと

んどの庶民というのは姓を持っていなかったというのが伝統であるということも考

慮しつつ、やっぱり、私は同姓であることが伝統的家族制度の維持ということとリ

ンクするものではないというふうに思っております。 

 それと、アイデンティティ、自分が自分であるということを確認するということ

で言うと、現在、結婚してほとんどの女性が改姓される。さっきの話で九十数％と

いう話がありましたが、そういうアイデンティティというものが、改正することに

よって損なわれるということを嫌がる人がいるのは事実であります。 

 だから、何度も言いますが、これは別姓にしなければならないということではな

くて、別姓になりたいという希望を許容するような、そういうような趣旨のもので

あるということを理解した上で、この法案に賛成したい、請願書に賛成したいと思

っております。 

 ただしながら、大筋で賛成なんですけれども、じゃあ、子供の姓の方はどうなる

のかというようなことに関しては、ちょっと良く分からないんですけれども、そう

いうことは細則の中で十分に審議して詰めていくというようなことでやっていけば

いいのではないかということも含めて、私は大筋で、そういう今の選択的夫婦別姓

制度、これの請願書に対して賛成意見を述べさせていただきました。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（丸谷浩二君） ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） これで討論を終結します。 

○議長（丸谷浩二君） これより、請願第１号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は不採択です。 

 請願第１号を採択することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立少数です。 

 したがって、請願第１号は、不採択とすることに決定しました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 請願第２号、日本軍｢慰安婦｣問題の解決をめざす法制定を求め

る意見書採択を求める請願書について討論ありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） まず、原案に反対者の発言を許可します。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 続いて、原案に賛成者の発言を許します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 請願第２号、日本軍｢慰安婦｣問題の解決をめざす法制定を求

める意見書採択について、賛成の討論を行います。 

 ご承知のように、今年は日韓併合１００年の年であります。この１００年間、日

本は、韓国、朝鮮に対してさまざまな植民地支配とか、言語とか文化を否定すると

か、人権無視、そういうようなことをさまざま行って参りました。こういうことに

ついては、政府も公式に誤りであったということを、公式ではなくて、議長がそう

いう見解を表明するなどというようなことをしておりますが、まだいまだに公式な

謝罪、そういうものは行われておりません。戦争中、日本軍に従軍させられた慰安

婦は、韓国朝鮮だけには限りませんけれども、これは、女性の人権、人間の尊厳を

回復する課題であり、その解決は被害女性の方々が高齢化して、待ったなしの問題

であります。 

 今まで、政権与党である民主党も、野党の時代にはこれはきちっと解決すべきと

いうことを主張して参りましたが、現在、政府はこの問題について、前向きの姿勢

をとっておりません。私は、政府が一日も早く、この問題について公式に謝罪と補

償をすべきである、そして、二度と再びこういう誤りを繰り返さない、近隣の諸国

との平和友好を強化していくというためには、正しい歴史教育を行うということが

不可欠であるというふうに思います。 

 そういう立場で、この意見書を是非採択していただくように、議員各位のご理解

をお願いいたしまして、討論といたします。 

○議長（丸谷浩二君） ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） これで討論を終結します。 

○議長（丸谷浩二君） これより、請願第２号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は不採択です。 

 請願第２号を採択することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立少数です。 

 したがって、請願第２号は、不採択とすることに決定しました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 陳情第１号、農業農村整備事業予算の確保を求める陳情書につ

いて討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

 これより、陳情第１号を採決します。 
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 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は採択です。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、陳情第１号は、委員長報告のとおり採択することに決定しました。 

                                        

   ◎議案第７５号から７７号の提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（丸谷浩二君） 日程第１７、議案第７５号、工事請負契約の締結について（平

成２２年度芦原中学校南校舎耐震補強・改修工事）、日程第１８、議案第７６号 工

事請負契約の締結について（平成２２年度金津中学校南校舎耐震補強・改修工事）

日程第１９、議案第７７号、工事請負変更契約の締結について（平成２１年度金津

中学校北校舎耐震補強・改修工事） 

 以上の議案３件を一括議題とします。 

○議長（丸谷浩二君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました、議案第７５号及び議案第７６号の工

事請負契約の締結について、並びに議案第７７号、工事請負変更契約の締結につい

ての提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第７５号につきましては、去る６月４日に平成２２年度芦原中学校南校舎耐

震補強・改修工事の条件付き一般競争電子入札を執行いたしております。 

 その結果、３億１６３万８,７５０円で、三越建設工業株式会社、立田建設株式会

社、平成２２年度芦原中学校南校舎耐震補強・改修工事特定建設工事共同企業体が

落札、同共同企業体の代表者である三越建設工業株式会社と仮契約を締結いたした

ところであります。 

 議案第７６号につきましては、同じく６月４日に平成２２年度金津中学校南校舎

耐震補強・改修工事の条件付き一般競争電子入札を執行いたしております。 

 その結果、３億１,１３２万５,０００円で、株式会社見谷組、株式会社山田組、

平成２２年度金津中学校南校舎耐震補強・改修工事特定建設工事共同企業体が落札、

同共同企業体の代表者である株式会社見谷組と仮契約を締結いたしたところであり

ます。 

 議案第７７号につきましては、昨年１１月２６日付けで契約を締結いたしました

平成２１年度金津中学校北校舎耐震補強・改修工事について、工事内容の一部変更

等に伴う設計変更により、増額の変更契約を締結するものであります。 

 変更の内容といたしましては、職員玄関入り口の柱の強度不足が判明したため、

鉄筋及びコンクリートで補強するほか、防火シャッターの安全装置の設置が義務づ

けされたことから、安全装置付きの防火シャッターに更新するなど、工事内容の一

部変更により増額するものであります。契約変更額については、５２０万６５０円
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の増額であり、変更後の請負契約金額は２億４,１５６万６,１５０円となるもので

あります。 

 以上３議案について、あわら市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（丸谷浩二君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（丸谷浩二君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 質疑なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） ただいま議題となっています議案第７５号から議案第７７号に

つきましては、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ち

に採決したいと存じますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 異議なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これから、議案第７５号から議案第７７号までの、討論、採決

に入ります。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第７５号について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第７５号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第７５号は、原案のとおり可決されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第７６号について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、議案第７６号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第７６号は、原案のとおり可決されました。 

                                        

○議長（丸谷浩二君） 議案第７７号について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 
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○議長（丸谷浩二君） これより、議案第７７号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、議案第７７号は、原案のとおり可決されました。 

                                        

   ◎発議第７号の提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（丸谷浩二君） 日程第２０、発議第７号、農業農村整備事業予算の確保を求め

る意見書を議題とします。 

○議長（丸谷浩二君） 本案について、提出者の趣旨説明を求めます。 

 提出者、７番、笹原幸信君。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 議長のご指名がありましたので、発議第７号、農業農村整備事

業予算の確保を求める意見書について趣旨説明を申し上げます。 

 農業農村整備事業は、国民の必要とする食料を安定的に供給するための農業生産

基盤の整備のみならず、豊かな自然環境や景観の保全、治水等の多面的機能を維持

する観点からも欠くことのできないものであります。 

 しかしながら、平成２２年度の農業農村整備事業予算では、公共事業削減の流れ

の中で、前年度比で６割を超える額が削減されています。このような事業予算の急

激な削減は、必要な整備の長期化や中止を招き、農業・農村の更なる疲弊とともに、

農業そのものが成り立たなくなる恐れがあるばかりか、食料自給力をさらに低下さ

せ、国民全体への不利益にも繋がるものと危惧するものです。 

 食料自給力の向上や農業・農村の振興は、戸別の所得補償だけでは展望が開ける

ものではなく、農業生産基盤や農村環境整備などと連携しながら取り組むべきであ

り、国会及び政府に、農業農村整備事業の重要性を強く要請するものであります。 

 所定の賛成者を得て提案させていただきましたので、議員各位のご賛同をよろし

くお願いいたします。 

 なお、意見書案につきましては、お手元に配布のとおりでありますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（丸谷浩二君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（丸谷浩二君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 質疑なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） ただいま議題となっています発議第７号につきましては、会議

規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存じ

ますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（丸谷浩二君） 異議なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、討論、採決に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） まず、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） ただいまの意見書提出について、賛成の立場で討論をしたい

と思います。農業基盤整備は、言うまでもなく、農業振興にとって不可欠のもので

あります。 

 にもかかわらず、民主党政権が基盤整備予算を６割強も削減したことは、農業に

大きな打撃を与えるものであります。私の地元、剱岳地区でも、パイプライン建設

を予定しておりますが、地元負担がこのままいけば、今までの倍以上になるのでは

ないかと思いますが、そういうことではとても地元としては、負担に耐えられない

ということになると思います。民主党政権になってからの農業政策を見ております

と、口では農業の振興、食料自給率の向上ということを言っておりますが、最大の

目玉である戸別所得補償にしても、生産コストにも満たない補償でありますし、こ

ういう基盤整備の予算、さらにまた後で出て参りますが、鳥獣対策の予算も大幅に

カットする。一方では、アメリカなどからの農産物輸入は自由化を進める。これで

は、実際には農業・農村を衰退させると言わざるを得ないというふうに思います。

何としても、農業農村整備事業予算を確保するために、是非この意見書を実現され

るように頑張らなければならないというふうに思っております。 

 以上で、賛成の討論といたします。 

○議長（丸谷浩二君） ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。これで討論を終結します。 

○議長（丸谷浩二君） これより、発議第７号を採決します。 

 本案を提案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、発議第７号は、提案のとおり可決されました。 

                                        

   ◎発議第８号の提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（丸谷浩二君） 日程第２１、発議第８号、子ども手当の抜本的見直しを求める

意見書を議題とします。 

○議長（丸谷浩二君） 本案について、提出者の趣旨説明を求めます。 
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 提出者、７番、笹原幸信君。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 議長のご指名がありましたので、発議第８号、子ども手当の抜

本的見直しを求める意見書について趣旨説明を申し上げます。 

 平成２２年３月２６日に国会で成立した子ども手当は、満額であれば防衛費を超

える巨額の支給をすることになり、今の赤字財政の状況では支給財源はすべて国債

に依存することになります。 

 いわば、子や孫の世代にお金を借りて今の親を支援するということにほかならず、

このまま恒久的財源の目途が全くついていない状況において恒久的政策として続け

ていけば、国の財政は完全に破綻することは明白であります。よって、子ども手当

は、日本の子どもたちや孫たちの利益を考えて、永久的な制度として存続されるべ

きものではなく、現行制度の見直しを強く求めるものであります。 

 所定の賛成者を得て提案させていただきましたので、議員各位のご賛同をよろし

くお願いいたします。 

 なお、意見書案につきましては、お手元に配布のとおりでありますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（丸谷浩二君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（丸谷浩二君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 質疑なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） ただいま議題となっています発議第８号につきましては、会議

規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存じ

ますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 異議なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、討論、採決に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 討論なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、発議第８号を採決します。 

 本案を提案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立多数です。 

 したがって、発議第８号は、提案のとおり可決されました。 

                                        

   ◎発議第９号の提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（丸谷浩二君） 日程第２２、発議第９号、北陸新幹線の早期認可を求める意見
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書を議題とします。 

○議長（丸谷浩二君） 本案について、提出者の趣旨説明を求めます。 

 提出者、７番、笹原幸信君。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 議長のご指名がありましたので、発議第９号、北陸新幹線の早

期認可を求める意見書について、趣旨説明を申し上げます。 

 北陸新幹線は、日本海国土軸の形成や東海道新幹線の代替補完機能を確保し、さ

らに温室効果ガスの排出量削減など、重要な国家プロジェクトであり、国家的見地

からも最優先に整備が図られるべき路線であります。 

 また、高速交通体系の柱として、国土の均衡ある発展に寄与するとともに、地域

の経済と活性化に大きく貢献するものであり、あわら市の発展にとっても必要不可

欠なものであります。 

 現在、平成２６年度末の開業を目指して、長野・金沢間の整備が進められていま

すが、県内では福井駅部を除いて認可されず整備が進まない状況で、本市の計画的

なまちづくりにも大きな影響が懸念されています。 

 ついては、沿線市民の長年にわたる悲願でもある北陸新幹線の一日も早い認可、

着工が実現されるよう、国に強く要望するものであります。 

 所定の賛成者を得て提案させていただきましたので、議員各位のご賛同をよろし

くお願いいたします。 

 なお、意見書案につきましては、お手元に配布のとおりでありますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（丸谷浩二君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（丸谷浩二君） 質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 北陸新幹線の問題につきましては、私も再三この議会で取り

上げて参りましたが、今までも何度か申しましたが、現在の新幹線建設のスキーム

は、第１には、建設費の３分の１は地元が負担をすること。二つ目には、新幹線が

開通した場合には、並行在来線は第３セクターにすること、そして、三つ目には、

先に申し上げました二つのことについて地元が同意すること。この三点が条件にな

っております。 

 ところが、今回のこの意見書案にはその新幹線が開通した場合の第３セクターが

どういう形になるのかということは全く触れられておりません。 

 また、敦賀まで建設いたしますと、福井県内の建設費は５,３００億と言われてお

りますが、これは大部分は県が負担するとのことでありますが、あわら市も負担が

かかって参ります。これらのことが、将来、市の財政を大きく圧迫するという懸念

がございます。全国的に見ますと、第３セクターはほとんど赤字経営でございます。
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そういう状況であるにもかかわらず、この第３セクターのことについては、全く、

どのような形になるのかということは明らかにされておりません。これでは地元の

同意はとても得られないと思いますが、このことについて提案者はどのようにお考

えなのか、またそういうことについて、提出者の間で議論はされたのかを伺いたい

と思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） ただいまの質疑でございます。 

 建設費に関すること、第３セクターに関すること、また地元同意に関することで

ございますが、建設費、第３セクターに関しましては、今回の委員会では協議はご

ざいませんでした。ただいま私が読み上げた内容の審査をして参りました。 

 また、地元同意という質疑がございましたけれども、これにつきましては、私は、

県議会も可決をしている。また、福井市議会も昨日可決をした。あと、越前市議会

も可決をしている。敦賀市議会におきましては、あすでしたか、上程されて恐らく

可決をされるであろうと。この議会のある程度のといいますか、議会の意思が地元

同意に繋がるのではないのかなと、そういうふうに私は思っております。 

 以上です。 

○議長（丸谷浩二君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） これをもって質疑を終結します。 

○議長（丸谷浩二君） ただいま議題となっています発議第９号につきましては、会議

規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存じ

ますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 異議なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、討論、採決に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） まず、原案に反対の方の発言を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 北陸新幹線の早期認可を求める意見書に反対の討論を行いま

す。 

 ただいまも申し上げましたけども、新幹線建設のスキームは３点ございます。建

設費の３分の１は地元が負担をすること。二つ目には、開通した場合には、並行在

来線は第３セクターとすること。そして、三つ目に、この二つについて地元が同意

すること、ということであります。 

 ところが、ご承知のように、福井県、この中心となる県は、第３セクターがどう
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いう形になるのか、いまだに全く示しておりません。全国ではもう既に第３セクタ

ーに移行しているところがございますけれども、そこの状況を見ますと、ほとんど

が赤字経営でございます。もちろん、第３セクターを設立するためには、出資金、

また毎年の日常的な運営経費等の負担もありますし、赤字になれば、それも補てん

をしなければならないということになります。また、これを建設する第３セクター

を経営するということになれば、現在のＪＲから現在の北陸線の線路、駅舎等も全

部買い取らなければならない。これだけでも１００億円近くになるのではないかと

いうふに言われております。一体、これらの費用を誰がどれだけ負担するのか、全

く明らかではありません。この点で私は知事の姿勢に大変大きな不信を感じており

ますけれども、これを明らかにしないままに強引に建設を進めることは絶対に許さ

れないというふうに思います。 

 ただいま、提案者の回答では、各議会で可決することが地元の意見だというよう

な趣旨の発言がございましたけれども、本当に私どもは市民に対して、新幹線が開

通した場合にどうなるのか、責任を持って説明ができるでしょうか。また、本当に

新幹線が開通した場合に、あわら市にとって、利便性が向上するのでしょうか。多々

疑問がございます。 

 私は、市民の中でも、新幹線は要らないという意見が多数であるというふうに思

っております。この議会の中でも個人的には反対だと言われる方が何人もおられま

す。是非、立場に囚われることなく、本当に市民の立場に立って、本音で議論をし

て、本当にプラスになるのかどうか、真剣に考えていかなければならないというふ

うに思います。どう考えても、北陸新幹線の建設があわら市民にとってプラスにな

るとは考えられないということで、この意見書提出には反対をするものであります。

どうか、議員各位のご理解ご協力を心からお願い申し上げまして、討論を終わりま

す。 

○議長（丸谷浩二君） ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） これで討論を終結します。 

○議長（丸谷浩二君） これより、発議第９号を採決します。 

 本案を提案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立多数です。 

 したがって、発議第９号は、提案のとおり可決されました。 

                                        

   ◎発議第１０号の提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（丸谷浩二君） 日程第２３、発議第１０号、鳥獣被害防止総合対策事業予算の

確保を求める意見書を議題とします。 

○議長（丸谷浩二君） 本案について、提出者の趣旨説明を求めます。 

 提出者、７番、笹原幸信君。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 議長のご指名がありましたので、発議第１０号、鳥獣被害防止

総合対策事業予算の確保を求める意見書について趣旨説明を申し上げます。 

 我が国の農業、農村は、生産活動を通じ、自然環境の保全や伝統文化の形成など

多面的な役割を果たしています。しかし、近年、高齢化・兼業化が一段と進み、農

業生産基盤の弱体化を招くなど、農業の活力は総じて低下の傾向を示し、一層の厳

しさを増しています。 

 こうした中、クマ、イノシシ等の有害鳥獣が人里に現れ、農産物等に甚大な被害

を及ぼしているところであります。このまま放置すれば、被害がますます拡大し、

ひいては農業者の生産意欲の減退にもつながり、農家経営にも大きな支障を来すこ

とは必至であります。 

 更には、鳥獣被害防止総合対策交付金の本年度予算は、国の事業仕分けにより７

割カットという大幅な減額となり、地元負担が増大するなど、今後の事業に支障を

来す状況となっており、ついては、安心して農業生産活動に取り組むことができる

よう要望するものであります。 

 所定の賛成者を得て提案させていただきましたので、議員各位のご賛同をよろし

くお願いいたします。 

 なお、意見書案につきましては、お手元に配布のとおりでありますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（丸谷浩二君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（丸谷浩二君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 質疑なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） ただいま議題となっています発議第１０号につきましては、会

議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存

じますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 異議なしと認めます。 

○議長（丸谷浩二君） これより、討論、採決に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） まず、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ５番、三上 薫君。 

○５番（三上 薫君） 発議第１０号について、賛成の討論をさせていただきます。 
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 当市においては、イノシシ害の防止のため、平成１６年度に東部の山沿いに電気

柵を設置し、また平成２０年度より金網固定柵を設置するなど、被害防止に努めて

おるところでございます。 

 しかし、ここ二、三年は天候不順や降雪が少ないなどの影響により、個体数も相

当数増え、通年にかけ活動し、山林・田畑畦畔を荒らしている被害が拡大している

のが現状であります。 

 更に、皆様ご承知のとおり平成２０年度より３カ年、今年最後であります、特措

法が発足して以来最終年度を迎えるところですが、民主党政権交代により、国庫事

業の鳥獣被害防止総合対策総合交付金の本年度予算は７割カットといった大幅な減

額となり、地元負担が増大し過ぎ、取り組めない状況であります。 

 よって、国に対して支援の拡大を要望するこの意見書の提出に賛成するものであ

り、議員各位のご賛同を是非よろしくお願いいたします。 

○議長（丸谷浩二君） ほかに討論はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 原案に反対の方の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） では、次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 発議第１０号について、賛成の討論をしたいと思います。 

 今、三上議員も申されましたが、有害鳥獣、特にイノシシの被害は、ここ数年い

ろいろ電気策などの対策が講じられておりますけれども、被害は減るどころか、増

えているのが実態であります。 

 政府はこの間、３カ年特別措置法で対策をとって参りましたが、今年が最終年度、

これが来年度以降継続されるという見通しも今のところ立っていないという状況で

あります。被害が増えているにもかかわらず、今年、今年度予算では予算を７割も

カットするということは、全く実態を無視したもので、許されるものではありませ

ん。 

 また、私は、できればこれにつけ加えて、捕獲したイノシシは埋めるということ

になっておりますが、これも労力、費用がばかになりません。どんどん数が増えて

いけばこれも大変な負担になります。是非捕獲したイノシシを食肉加工し、流通さ

せるということについて、それができる資格者を養成する施設を建設する、そうい

うことについても国に強く求めなければならないというふうに考えます。 

 何としても、この鳥獣害対策予算を元どおり増額するように意見書を出していた

だき、国に強く働きかけていきたいというふうに思います。 

 議員各位のご理解とご賛同を心からお願いして討論といたします。 

○議長（丸谷浩二君） ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（丸谷浩二君） これで討論を終結します。 

○議長（丸谷浩二君） これより、発議第１０号を採決します。 

 本案を、提案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（丸谷浩二君） 起立全員です。 

 したがって、発議第１０号は、提案のとおり可決されました。 

                                        

   ◎農業委員の推薦について 

○議長（丸谷浩二君） 日程第２４、農業委員の推薦についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 議会推薦の農業委員は４人とし、澤田明美君、長谷川信枝君、浅田實君、毛利純

雄君。以上の方を推薦したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 異議なしと認めます。 

 したがって、以上の方を推薦することに決定しました。 

                                        

   ◎常任委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

○議長（丸谷浩二君） 日程第２５、常任委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題と

します。 

 総務文教常任委員長及び厚生経済常任委員長から、会議規則第１０４条の規定に

より、お手元に配布しました特定事件の調査事項について、閉会中の継続調査の申

し出があります。 

○議長（丸谷浩二君） お諮りします。 

 各常任委員長、申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 異議なしと認めます。 

 したがって、各常任委員長、申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決

定しました。 

                                        

   ◎閉議の宣告 

○議長（丸谷浩二君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これにて、会議を閉じます。 

 市長より発言の申し出がありますので、これを許可します。 

                                        

   ◎市長閉会挨拶 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（丸谷浩二君） 市長、橋本達也君。 
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○市長（橋本達也君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本定例会、長期間にわたりまして、議員各位にはご出務をいただき、慎重なご審

議をいただきました。誠にありがとうございます。 

 特に、本日、追加議案として提出をいたしました両中学校の請負契約の締結につ

きまして、お認めいただきました。おかげ様で、一部外構工事は残るものの、これ

をもちまして市内の二つの中学校、七つの小学校、そして五つの幼稚園の耐震改修

工事すべて執行が可能となりました。順調に工事が進みますと、今年度中に必要な

すべての学校の耐震補強が完了いたします。恐らく、県内９市の中では一番初めに

学校の耐震化１００％が達成できるのではないかというふうに大変ありがたく思っ

ているところでございます。 

 全員協議会の場でもちょっとご報告をいたしましたが、今までにかかりましたす

べての経費は、事業費ベースで申し上げますと、４９億円になります。この財源内

訳でありますけれども、１９億円が国庫補助、それから９億円が経済対策の臨時交

付金でございます。また、２０億円が合併特例債、当面必要となる一般財源が１億

円という、こういう内容になっております。 

 国庫補助事業につきましては、近年補助率が上がってきたということは、議員ご

承知のとおりであろうかと思います。 

 また、経済対策の臨時交付金の９億円につきましても、大変これは幸運であった

と思っております。この交付金が福井県全体で３６億円でありました。あわら市に

次いでこの交付金の額が大きかったのが福井市で３億６,０００万円でありました

ので、いかにこの学校建設に充当することができた９億円が大きかったかというこ

とがご理解いただけるのではないかというように思っております。 

 また、合併特例債の２０億円でありますけれども、これも借金でありますから当

然償還をしていかなければなりませんが、これも議員ご承知のとおり、すべてが合

併特例債でありますので、本則どおりの計算をいたしますと、２０億円のうち、お

おむね７億円程度が市の一般財源に将来なるのではないかというふうに計算はされ

ます。そういたしますと、当面必要な１億円と合わせますと、今後８億円が市の負

担になるのではないかというふうに想定されます。先ほど、４９億円と申し上げま

したのは、事業費ベースでございます。入札の結果の金額でありまして、これはち

ょっと計算はしておりませんけども、予算ベースでいけば、私は５５億円を下らな

いのではないかなと思います。そう考えますと、あわら市の負担８億円で５５億円

の事業ができたということになります。こういうふうに、大変いいタイミングで事

業を進めることができたわけでありますけども、これにつきましては、特に２０年

度の後半から２１年度にかけまして、しばしば臨時議会等を開催をさせていただき

まして、議員の皆様に大変ご苦労をおかけしながら、しかし精力的に審議をしてい

ただきました。いろいろな課題はありましたけれども、あわら市が今置かれている

状況、そして、今後の学校整備のあり方についての大変温かいご理解をいただいた

結果、このように有利な形で事業進捗を図ることができたというふうに思っており
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ます。議会をはじめ、市民の皆様のご理解とご支援に心から感謝を申し上げる次第

でございます。 

 さて、いよいよ明日は参議院選挙の公示日でございます。議員各位にはそれぞれ

のお立場でご活躍されることと思いますけれども、いずれにしても大変蒸し暑い時

期が続いておりますので、議員各位には、どうかお体を、十分ご健康にご留意いた

だきましてご活躍されますように、心からお祈りをいたしまして、閉会に当たって

のお礼のご挨拶にさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

                                        

   ◎議長閉会挨拶 

○議長（丸谷浩二君） 閉会に当たりまして、一言お礼を申し上げたいというふうに思

います。 

 今定例会に上程されました議案等につきましては、議員の方々、集中審議いただ

きまして、議会として妥当な決議をいただきまして、本当にご苦労さまでございま

した。 

 また、今、市長のご挨拶にもありました小中学校の整備につきましても、子供た

ちの安心・安全を第一に考え、議会として認めてきたところでございます。 

 また、私が思うには、本来、一番大事なのは、子供たちが心身ともにすくすくと

成長できる環境づくりが一番大切ではないかなというふうに思っております。今後

とも、工事の進捗、並びにそういった環境づくりには、理事者ともども、教育委員

会、教育関係者の方々には特段のご配慮を賜りますように、お願いを申し上げたい

と思います。 

 また、いろんな問題が出てきております。やはり、児童数が減ってくるというこ

とで、先生等々の配置数にも影響が出ているということも現実を帯びてきておりま

す。このことにつきましても、子供たちが勉学やスポーツに大いに力が発揮できる

ような特段の配慮をいただきますように、あわせてお願いを申し上げたいと思いま

す。 

 また、これから夏を迎えます。我々議会に対しましてもまだまだいろんな諸問題

が課せられております。議員活動を通して市民の声等々、いろいろお聞きいただき

まして、今後の議会の一端としていただけますようにお願い申し上げたいと思いま

す。 

 本日はどうもご苦労さまでございました。ありがとうございました。 

                                        

   ◎閉会の宣告 

○議長（丸谷浩二君） これをもって、第４８回あわら市議会定例会を閉会します。 

（午後 3時 03 分） 
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